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「平等 」問題 と してのパ ブ リッ ク ・ス クール

工.問 題の設定

(D

パ ブ リック ・ス クール に対す る批判 は,今 世 紀 に入 って第2次 大戦 中まで は,か な り盛 ん

で あったと言 って よい。有名 な例 を拾 うだけで も,A.C.ベ ン スン,C.ノ ー ウ ッドとホープ,

H.B.グ レイ,H.G.ウ ェルズ,B.ラ ッセル,H.J.ラ ス キ,R.H,ト ー ニー,A.ウ ォ ーフ,T.C.ワ

1)
一 ズ リ等 々

,各 界か らの多彩 な批判 は枚挙 に暇がないほ どであ る。

もっ とも,パ ブ リック ・ス クールに対す る批 判は意外 にも,こ の特異 な中等学校が 目覚 し

い興隆ぶ りを示 しつ つあ った前世紀 中葉か ら,す で に方 々に散見 され る。 しか しそれ らは,

当 時 のイギ リス言論界 を華 々 しく彩 った所謂 「自由教育 」論 争の一環 として,主 に古典一辺
2)

倒 の教育 内容 に向け られた批判 であ った。 その点で,今 世紀 にお ける批判 は決定的 に趣 を異
3)

にす る。批判 の重点 が移行 した こと自体,19世 紀 か ら20世 紀 へ の思想的地平 の転 回を物語 る

一 つの指標 として甚 だ興 味深 いのであ るが
,今 世紀 に入 って提 出され たパ ブ リック ・ス クー

ル批判 は,こ のイギ リス固有 の伝 統的中等学校が,国 民大衆 の教育要求 とは無 関係 に,公 教

育 の枠外 にあ って独 自の閉鎖的教育 制度 を形成 してい る弊害 を厳 しく指弾す る ところに,そ

の共通 の基本的特色があ る。

ところが,戦 前に比べて戦後の20年 間 は,不 思議 に も教育 関係者や社会科学者 の間で,パ

1.

1)A.C,Benson,7乃 θ5c乃oo〃 η傭 εr,1907;C.Norwood&Hope,π θ 丑な加'、E伽c観 ∂π げ

βoア5'πE箆8」 α鳳1909;H.B.Gray,P配 わ1ゴc5吻o面 ακ4伽E〃 ρ'7θ,1913;A.Waugh,

P〃わ1'05c乃oolL旋,1922;H.G.We11s,π θ 〃br〃{ゾ 泌 脇 αη2.C1融∫o耐,1926;R.H.Taw-

ney,E4配 σ〃り,,1931;1{.J.】 しaski,7乃 θ1)βη8θrqf石}θ'〃8α θθπ' η々3ακ一Rψ θo∫'oηoπ'ノ～εRμ1∫醒8

C如 ∬ ∫π 翫8伽4玉932;B。Russel1,肋cα'∫oπ απ450c'α10r伽,1936;T.C.Worsly,

。8α7ゐαア'αη5α η4、P乃∫1な"πθ5一 一、Dβ〃～ocrαの7απ4Pμ ゐ1∫c8c乃ooろ1940;]Laski,・R罐c'∫o〃30η

'乃θRθyoJ〃ガoη げo岬 πη2ε,1943;Tawney,`TheProblemofthePublicSchools',肪 θPo1'.

∫記α19〃 απθrか,.4ρア∫み」加 θ,1943.な お,こ れ らの他 に1943年 に は,パ ブ リッ ク ・ス ク ール 「校

長 協 議 会 」(Headmasters`Confbre且ce一 後 述)さ え,「 金 持 の 学 校 と貧 乏 人 の 学 校 と を峻 別 し

て い る越 え難 い 溝 を打 破 す る」 必 要 を 自 ら表 明 して い る こ とは,以 下 の 行 論 との 関 係 に お い て 特

に注 目 され て よ い 。(Headmasters'Confbrence,P始1'c3c加oな απ4'加 乃4∫岬θ,璽943,p.27)

2)C£EC.Mack,P〃 う1'c50加oJ5碗4'舵 βr∫∫醜(～ ρ'〃∫oη5'ηcθ1860,1941,esp.Pt.One。;拙 稿

「現 代 イ ギ リス教 育 思 潮 」(森 昭 編 著 「現 代 教 育 思 潮」,第 一 法 規 「教 育 学 叢 書23」,昭44,所 収)

122-124頁 を 参 照 さ れ た い 。

3)上 掲 拙 稿,138-142頁 参 照 。
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ブ リック ・ス クールの問題は殆 ん ど無視されて きたかの観が あった ことは否み難い。 とい う

の も,彼 らの主 た る関心が,1944年 の 教育法 によって新 らた に創 出された公教育 の体系 内の

普通 申等教育制度 に集 中 していたか らであ る。
4)

け れ ども,最 近数 年来 ふたた び パ ブ リック ・ス クール 問題 は俄 か に クローズ ・ア ップさ

れ,こ の国にお ける焦眉 の問題 と して論 争の中心に置かれ るにいた った。 その背後 には,長

期の経済的不振,産 業 の非能 率,内 政 ・外交両面 にわ たる政策 の消極性,階 級制度 の 固着

等 々,要 す るに現代世界 にお ける 「立遅 れ」 ない し 「斜 陽化」 とい う所謂 「イギ リス病」が
5)

あ る。か くして,国 際場裡 にお ける不振 ・沈滞 か らの脱却 が国家的急務 と して意識 され,そ

のた めの人的資源 の適切 な発掘 と配 置,そ の有効 な選別 と養成の在 り方が問い直 された 際,

イ ギ リスの危機 を構成 して いる別 けて も根本 的な要 因 と目されたのが,他 ならぬ 「教育 にお

6)
け る不平 等」 とい う問題だ ったので ある。

(2)

学 問 的 レベルで この問題 に最 初の接近 を試みた のは,A.H.ホ ー ル ジィ,」.フ ラ ッド,B.B.バ

ー ンスタイ ンら社 会学者の グル ープであ ったが
,と くにパ ブ リック ・ス クールに関説 しつつ

教育制度 の根本 的改革 を唱えたのは,新 進 の教育経済学者,J.ヴ ェ ィジィであ った。彼は1962

年 に著 したr明 日の教育』(EducationforTomorrow)の 中で,次 の ように書 いたのであ る。

「イギ リス は非能率的 な
,時 代遅れ の階級社会(ine岱cientout-of-date,class-riddensociety)

で あ る。 そ して教育制度 は,あ ま りに も多 くの 点で,非 能率で時代 に 立 ち遅 れ,階 級構 造

の上 に乗 か ったままであ る。若 し社会 を変え ようと欲す るな ら,ま ず教育制度 を改革 しなけ

れ ばな らない。 そ う して こそ,わ れ われ には明 日の 世界への機会が 与 え られ るであろ う」

と。 そ してその際,彼 が と くに槍玉 に上 げた のが,従 来 よ り国家的指導者 の養成機 関 と して

イギ リス中等教育 の正統 と見倣 されて来 たパ ブ リック ・ス クールで ある。彼 は,こ の国の階

級構造 をそのままに反 映 しているパブ リック ・ス クールの存在理 由を全面 的に否 定す る とと

もに,専 らそ こで 閉鎖 的に養成 されて きた従 来の古い型 の指導者 には,明 日のイギ リスを担

4)現 時 点(昭 和49年 末)か らす れ ば,こ の表 現 に は3年 半 か ら4年 半 の 時 間 の ぎ レが あ る 。 とい う

の も,本 稿 は文 末 に付 記 した 通 り,筆 者 が 昭 和45・46両 年 度 に行 っ た特 殊講 義 の講 義 録 よ り,そ

の 一 部 分 を原 形 の ま ま採 収 した もの だ か らで あ る。 なお,同 様 の 時 間 的 隔 りが 特 に 目立 つ 箇 所 に

は,以 下 ※印 を付 して お く こ とにす る 。

5)C£P,Anderson&R.Blackbum(ed),7b}伊 αrみ306'α1'5η1,〔1965〕,玉966,Pt.1.;A.GriEiths,

3θ60η伽 避ア3c乃oolRεo㎎ ・α厩zα"oη'η 動8」 απ4αηゴ 〃初1θ3,1971,pp.80-81.

6)例 え ば 、 有 名 なA.H.Halsey,J.Floud,CA.Anderson(ed),肋cα ∫'oπ,Ecoπo〃2ア αη450-

o'ε'ア,1961所 収 の諸 論 文 を は じ め,次 の諸 論 策 な ど は,さ しづ め現 代 イ ギ リス の 「教 育 に お け

る不 平 等」 に 関 す る代 表 的 な 社 会 学 的 研 究 で あろ う。Halsey,`Educationa且dMobility',T.R.

Fyvel(ed.),跣 θ丹 傭 ∫εγ3(ゾ30cゴ0108ア,1964,pp.1-12;A,Little&J.Westergaard,
`TheTrendofClassDi脱rentialsinEducationalOpportunityinEnglandandWales'

,β7∫∫融
」∂〃アηα1q〆80σ ∫o～∂甑y,1964,Dec.pp.301-316.
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う力 は期待 し難 い と断 じた。 そ して,代 って登場すべ き 「未来 の指導者」 は,高 度 な科 学技

術 に支 え られ る高度 な産業化社会 の 「急激 な発展 と変化 に対 して,敏 感かつ柔 軟 な適応力 を

もち,機 敏 で実際的能力 に丈 けた人 々」で なければ な らない と説 き,そ のためには,門 地や

財力 で はな く 「自分 自身 のメ リッ トによって,社 会 の最上部へ と昇進 してゆ くような新 しい

指 導者」が 出現 し得 るよう,ま ずパ ブ リック ・ス クール制度 を撤廃すべ きである と主張 した

7)
の であ った。

また,い わゆ る 「ニ ュー ・レフ ト」 の思想 を代表す るP.ア ンダース ンは,現 代 イギ リス の

危機 の性格 とその起 源 を歴史 的 に分析 した1965年 の論文 で,「 イギ リス に 際立 って特徴的 な

権力 の集 中的構成 過程 において文化的諸制度が もっ極端 な'までの重要 性」 について特 に指摘

し,「 パ ブ リック ・ス クールか らオ ックスフォー ド ・ケ ンブ リッジへ とい う現象 は,ま さ し
　 　 　 　 　 　 　 　

く国家 が関与 しない教育 体系(non-stateeducationalsystem)を 形 成 してお り」,こ れ こそが

8)「"上 流
階級"の ヘゲモ ニーの永続化 に とって決定 的な」要 因の一 っであ ると論断 した。 し

か も,こ のヘゲモニ ー意 識の温床た るパ ブ リック ・ス クール は,科 学 ・技 術には全 く無知 な

支配 階級 を産 出 して きた,と ア ンダ ー一ス ンは言 う。 日 く,「19世 紀 中葉,ブ ル ジ ョア 的中産
9)

階 級 は(パ ブリック・スクールに学ぶことによって)ジ ェ ン トル マ ン風のア クセ ン トを獲得 した

の と引 き換 えに,自 己の生得 の権 利 を売 り渡 して しまった」。 ブル ジ ョアジーは,子 弟 たち

をそ こに可成 り大量 に送 り込 んだ にも拘 らず,パ ブ リック ・ス クール の伝統 的な「人文学的」

(`humanist')性 格 に対 しては殆 ん ど何 らの変化 も与 え得 ず,こ の学校 の性格 を規定 し た の

は,却 って貴族 階級 の傲 慢さ とアマチ ュア リズ ムで あった。 その結果,科 学 と技術 は一 顧だ

に与 え られぬまま,そ こでは将来 の統治集団が専 ら統治 の術 を教 え込 まれた。 そ して彼等 は

実 際その通 りの統治 を 行 な った。 しか し一世紀後 には,こ の技能 は単 なる マナーにな り下

り,こ のマナーは次第 に虚飾(aflrectation)に 堕す るにいた った。 ようや く 「1950年 代 にな

って,資 本集約 的大企業 がパブ リック ・ス クール と大学 に対 して科学教室 と実験室 を寄 附 し

始 めたので あったが,時 す でに遅 く,イ ギ リスの教育組織全体 は殆 ん ど機能 を果 し得 ないま
10)

で に立 ち至 っていた」 と。

しか しア ンダース ンは,50年 代 末 か ら矢継 ぎ早や に発表 され たイギ リス政府 の諸報告書,

す なわち,ク ラウザ ー(1959),ニ ュ ー一サム(1963年),ロ ビ ンズ(1963年)な ど一連 の報告

7)J.Vaizey,肱cα ∫`oηノb77b醒or70}y.1962.pp.109-110.な お,上 掲 拙 稿,180-182頁 参 照 。

8)P.Anderson,`OrighlsofthePresentCrisis',乃wα アぬ30cゴ α1'3η2,0p.c孟t.,p.44.

9)こ のパ ブ リッ ク ・ス クール 出 身者 特 有 の ア クセ ン トが,イ ギ リス に訟 け る階 層 間 移 動 に と つて大

きな障 碍 と な つて い る こ とは,屡 々指 摘 さ れ る と ころ で あ る。 なお その 他 に,同 様 の閉 鎖 性 を端

的 に示 す もの と して,`notion'と 呼 ば れ る 細 ま ごま した パ ブ リッ ク ・ス クー ル 独 得 の 伝 承 的 習 俗

ない しエ チ ケ ッ トが 多 々 あ る。(c£T.J。H.Bishop&R.w藍kinson,〃7ηo傭 ∫8r伽4∫ 舵

P配δ'∫cεc乃ooJ1鉱ゴ'θ,1967,pp.16-18.)

10)Anderson,oP.c孟t.,PP.49-50.
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書に盛られた,中 等ならびに高等教育に関す る拡充計画案にっいては,次 のような観点から

積極的評価を下 したのであった。すなわち,「 これ ら報告書 で提唱された教育の"未 曽有"

の拡充は,至 る処で至上命令 として受けとられている。 けれども,こ の際より重要なこと

は,こ れまで教育制度の極端な 階層化を通 じて 恒久化されてきた伝統的な社会的諸階位制
11)

に,初 めて全面的に疑問が投げかけられ,今 やそれが拒否されるに至ったことである」と。

(3)

右 の よ うな言論界 の動 向 を背景 に して,1965年12月,戦 後第三次 の労働党 内閣(数 ヵ月の

短命内閣)の 文相 クロスラン ドは,と くに ク リスマスの声明文 を発 し,そ の中で 「パブ リッ

ク ・ス クール を公教育制度 に統 合化 す る最善の道」(thebestwayofintegratingthepublic

schoolswiththeStatesystemofeducation)を 検 討すべ く,新 たな委員会 を発足 させ る旨を
12)

公 表 した。J.ニ ューサム を議 長 とす る,こ の 「パ ブ リック・ス クール委員会」(PublicSchools

Commiss量on)は,総 計273校 を対象 とす る調査 と審議 を 重ね,1968年 に 第一次 報告 書を公

けに した。 そ こには,次 の ような同委員会の基本的見解が記 されている。

「パ ブ リック ・ス クールが ,た だ単 に閉鎖的(exclusive)で あ る とい うだけで,直 ちに

差別 的(divisive)と い うわけではない。一 般 に,閉 鎖的 な機 関が,そ こに所属す る者 に

対 して,多 大 の利 益 と 社会の他 の人 々に対す る 強大な権力 とを,専 断的 に与え る場合

に,は じめて それ は差別 的 とな るのであ る。パブ リック ・スクール は,ま さにその よう

・な利益 を
,専 断的に選抜 した人 々に授 けるので ある。す なわち,入 学許可者 と して選 抜

され た とい うことが,既 に して人生 を有利 な地点か らス ター トす る ことなのである。若

しこのよ うな学校 が,こ のまま放 置され るな らば,右 のような社会的差別状態 が消滅す
13)

る兆 しは全 く期待すべ くもない」。

(4)

以 上 の ように,現 在 のイギ リスにおいてなお依 然 と して,否 む しろ,科 学技術革新 とその

た めの国家的マ ンパ ワー ・ポ リシイが,好 む と好まざ る とに拘 らず必須 とな った現在 におい

て こそ,実 はなお さ らパブ リック ・ス クールの問題が,社 会的平等 との関連 において改めて

11)Anderson,op.cit.,p.50。

12)JohnNewsomは,1963年 に 中央 教 育 諮 問 委 員 会 が,そ の報 告 書``HalfOurFuture"に よ っ て

前 期 中等 教 育 の改 革 計画 を 提 案 した 際 の 議 長 で あ った 人 物 。(上 掲 拙 稿,170-171頁 参 照)従 っ

て,今 回 の「パ ブ リッ ク ・ス クー ル 委 員会 」は,謂 わ ぱ 「第2次 ニ ュ ーサ ム委 員 会 」 で あ る。 なお,

この 委 員会 の一 員 と して,.L記JohnVaizeyも 参 加 した が,い よい よ 同委 員 会 の第 一 次 報 告 書

(後 述)を 纒 め る段 階 で 意見 に 翻鶴 を 来 た し,つ い に 異 例 の こ と なが ら,同 報 告 書 第1巻 末 尾 に

4頁 に わ た る署 名入 りの 「留 保覚 え 書 き」 を付 して い る こ とは記 憶 に値 いす る。

13)P〃 δ1'cεc加oなCoη 捌 ゴ∬'o箆 研 ∫∫R¢ρoπ,H.M.S.0.,1968,Vol.1,para。102(p,62)
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提起 されて きてい るのであ る。

では,現 実のパブ リック ・ス クールが,社 会的文脈 の中で,一 体 どの ような特異 な位置 を

占めてい るのか,そ して それが,教 育機 関 と してのパブ リック ・ス クール に内在す る諸特徴

と,ど の ような連関 を構成 してい るのか,こ う した点 について,先 ず具体的事実 に即 し

て検討 してみ るこ とが必要で あろ う。 これが次の第五章において追求 され る課題で ある。 そ

れを踏まえた上で,第 皿章で は,パ ブ リック ・ス クールの問題が今 日再燃 して きた必然 的理

由について,1944年 の時点 にまで潮 って歴史 的に究明 してみたい。 そ うす る ことによ って,

14)

画 期 的教育改革法 とし・て一般 に高 く評価 されてい る所謂 「バ トラー法」 と,そ れに基 く1944

年 の 教育改革 とが根本的 に孕 んでいた問題 点を浮彫 りにで きる と思われ るか らで ある。 そ し

て それ は,本 質的 に 「平等」 にかかわ る問題 と考え られ るが故 に,終 章 では,「 平等」 に関

す る原理的考察 を通 じ,今 日のイギ リス にお ける 「パ ブ リック ・ス クール」 をめ ぐる論議 の

本質的争点 につ いて,多 角 的に把握す ることに努 めたい。

∬.パ ブ リッ ク ・ス クール固有の諸特徴 とその社会的関連

(1)

イ ギ リスに 「パ ブ リック ・ス クール」 と呼ばれ るこの国特有 の私 的教育部 門が,公 的教 育
　 　 の 　 　

部門 と並存 してい ることは,周 知の ところで ある。 しか し,普 通 「パブ リック」 とは,「 公

けの」 とい う意 味であ るか ら,こ の名称は しば しば誤解 を招 きやす い。因み にア メ リカにお

けるパブ リック ・ス クール とは,ま さに公立学校以外 の何 もの も意 味 しない。混同 を避 ける
　 　 　 　 　 り 　

ため,イ ギ リスの方 を,と くに 「イング リッシュ ・パ ブ リック ・ス クール と呼ぶ場合す ら往

々み られ る。 で は,一 体 それは どの ような 学校 なのか一 と問 われる と,イ ギ リス人 自身

に も旨 く説 明がつかぬ ら しく,こ の特異 な学校 につい て最 も纒 った研究 を発表 したV・ オ ウ

ジル ヴ ィも,定 義 づけ に先立 って,ま ず次 のよ うなアイ ロニカルな冗談 を紹 介 してい る。す
　 　 　 　 　 　 　

なわ ち,ギ リシャ ・ラテ ンの 古典語 を 教 えるか ら"イ ング リッシュ"(む ろん 「英国」と 「英
　 　 　 　 　 コ

語」の両義),ま た私 立だか ら"パ ブ リック",そ してスポー ッばか り してい るか ら"ス クール"
1)

と呼 ばれ る,と い うのであ る。事実,最 近 の研究者 たち も一様 に 「未だ 曽つ て,正 確 かつ一
2)

般 的 に承認 され得 る定義 が一つ も現われてい ない」 ことを認 めてお り,比 較教育 学者N.ハ

14)上 掲 拙 稿164-167頁 訟 よ び,本 稿 第 皿 章(1)・(2)節 を 参 照 。

II,

1)V.Ogilvie,刀 弛θE㎎ ・1∫訪P潔 う1∫03c乃oo1,1957,p.1.

2)A,M.Carr-Saunderseta豆.,148π7y8ア(ゾ500∫ α1Co厩 ∫∫'傭 加Eπ8伽4α 〃4肱163,1958,

p.117;」.C.Dancy,η 短Pμ ∂"c3吻o面 απ4漉 θ 凡 吻7召(2nded.),1966,pp,37£;1.Wein-

berg,丁 物θEη8」 言3hP灘 わ1'c36hoo∫3,1967,PP.ix£
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ンズ な どは,と くに 「外 国人 のイギ リス教育研究者 に とって,パ ブ リック ・ス クール は"蹟

3)

き の石労で ある」 とさえ.述べ てい る。 それゆえ,こ のイギ リス固有 のパブ リック ・ス クール

につい て,こ こで一応 の概念 を得 てお く必要が あるで あろ う。

19世 紀の 中葉以来,イ ング ラン ドとウェールズ,お よびスコ ッ トラン ドの若干 の地域 に,

一 般の グラマ ー ・ス クール よ りも優秀 な中等 教育 機関 と して社会的声価 を得 た相当数 の学校

が 出現 した。 これ ら優秀校 につい て,そ の基金や歳入,経 営や管理,カ リキ ュラムや教員資
4)

質 な どの調査 を行 うため,勅 命 によ り1861年 に所謂 「クラレン ドン委員会」(ClarendonCom・

mission)が 生 まれ,同67年 に はその報告書 が公 けにされた。 これ に基い て 「パブ リック ・

ス クール法」(PublicSchodAct)が 成 立 したの は69年 で あ り,翌70年 に は,イ ング ラン ド

お よび ウェールズの66校 に及ぶ パブ リック ・ス クール の 校長 たちに よって 「校長協議会」

5)

(Headmasters'Corば ヒrence)が 結 成 された。

このよ うに,パ ブ リック ・スクール とい う語 が公 式 に使用 され たのは,右 の勅 命委員会以

来 の ことで あ ったが,か くしてパ ブ リック ・ス クール とは,古 い伝統 を もつ,エ リー ト養成
6)

を 目的 とす る優秀 な中等 学校 を指 す とい う観念が,一 般 に効果 的 に定着 したので あった。 と

い うの も,右 の クラレン ドン委員会が優秀校 と認定 して調査対 象 に選 んだ のが,次 の9校 だ

ったか らであ る。す なわち,設 立年代 の古 い順 か ら言 えば,ウ ィ.ンチェスター(1832),イ ー

トン(1440),セ ン ト・ポールズ(1509),シ ュ リュースベ リ(1552),ウ エ ス トミンスター

(1560),マ ー チ ャン ト・テイ ラーズ(1561),ラ グ ビー(1567),ハ ロ ウ(1571),チ ャー タ

ーハウス(1611)で あ る
。 しか しこの うち,セ ン ト・ボールズ とマ ーチ ャン ・テイ ラーズの

二校 は,通 学生 を主 体 とす る全 日制学校で あ ったた めか,「 パ ブ リック ・ス クール法」の適用

7)
か ら除外 された。残 りの七校が,現 在 で も,世 にいわゆ る 「セ ブン ・ビ ッグズ」 と称せ られ

る有名校 中の有名校 とされてい る。 このよ うに,現 在 の形態 にお ける 「パ ブ リック ・スクー
・。8)
ル 制度」 は,お よそ1870年 に は確立 された と見 て よかろ う。

3)N.1{ans,(わ 〃㌍ごπα"yθ.召4κoα∫'oη,1958,P.263.

4)な お,1864年 に は 同様 の勅 命 に よ る学 校 調 査 委 員 会,通 称TauntonCommissionも 発 足 し,こ

れ は 単 に優 秀 校 の み に 限 らず 広 い 範 囲で 選 択 され た計942校 を実 地 調 査 して い る。

5)C£`OriginsoftheHedmasters'Confヒrence',π η2θ3肋cα 加 α15勿 ρ'θηze漉,7.Oct。,1966,p。

775;T.W.Bamford,η}θR'3θq々 舵P〃 ゐ1ゴc3伽oな,1967,pp.188飢

6)A.F.Leach,.4研 ∬orア げ 例 ηc乃θ5∫εrCo〃 εgθ,1899,pp.6-7.

7)Ibid.ラp.7.

8)C£R.H.Tawney,`TheProblemofthePublicSchools',7乃 θ 、配θ漉oθ17融 盈 ∫o〃,1964,

p.51.;Bamford,op.cit.,p.271.;Weinberg,op.cit.,p.34.な お,1870年 前 後 は,イ ギ リス教 育

史 上 正 に画 期 的 な時 期 と言 わ ね ば な らな い 。 因 み に重 要 な教 育 上 の 事 件 を列 挙 す る な ら ば,1)
`publicschoo1'systemの 確 立 の 他 に

,2)1870年 に は最 初 の 公 教 育 制 度 と して,Forster法 に よ

る初 等 普 通 教 育 制 度 が発 足 し,3)ま た 同 年,文 官(CivilServants)の 任 用 に 当 っ て競 争 試 験 制

度 が 導 入 され,こ れ が 逆 に パ ブ リッ ク ・ス クー ル に お け る古 典 中心 の カ リキ ュ ラム を 固 定化 す る

所 以 と な った 。4)1871年 に は,Oxford,Cambridge両 大 学 が 非 国 教 徒 に対 して も門戸 を 解 放

し,5)1869年 か らはCambridge大 学 が 女 子 学 生 の入 学 を許 可 して い た 。6)ま た,当 時 よ うや
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さて,現 在 もっとも 広 く使用 され てい る一 般的用法 に従え ば,パ ブ リック ・ス クール と
9)

は,こ の国の階級的社会 構造 を反映 し,今 なお イ ング ラン ドとウェールズ において公教育制
10)

度 の枠 外に立 ってい る私立の男子 中等教育機 関であ って,と くに優れた伝統 と高い教育水準

を保持 してい ると一 般 に認 め られ,古 典 中心 のカ リキ ュラム を特色 とす る一群 のグラマ ー ・
li)

ス クールに対す る呼称であ る。 これ は謂わ ば通念 に よる呼称 であ るた め,明 確 な定義づ けは

12)

困難 であるが,し いて言 うな らば,次 の ように箇条的 に 性格づ ける ことが 可能で あろう。

(1)校 長 が,上 記 「校 長協議会」(Headmasters'Conference)の メ ンバ ーと して認 め られて

お り,(2)富 裕 者 の子 弟を対象 とす る非常 に 就学費 の高 い,階 級的 ・閉鎖的 ・特権的 な私

立 学校 であ り,(3)ノ ン ・P一 カルで ある こと,(4)主 に寄宿制(boardingsystem)を と

る こと,(5)中 央 ・地方教育 当局か ら直接 的な財政 補助 を受 けず,従 って公的行政管理 か ら

は独立 の「インデ ィペ ンデ ン ト ・ス クール」であ るが,営 利 を目的 とす る私学校で ない こと,

(6)と くに古 い有名 校 は,オ ックス フォー ド,ケ ンブ リッヂ の特定 カ レッヂ とそれぞれ 姉

妹 校 と して の特約的 関係 を もち,進 学 に有利 であ ること等 々をその特色 とす る。
　 の 　 　

1968年 現 在,こ う した範躊 に入 る学校 は114校 を算え るが,狭 義 には,先 の7大 パ ブ リッ

ク ・ス クールをは じめと して,200名 以上 の寮 生(boarders)を 擁 し,し か もその全 校 生 徒

に対す る割合 が1/3以 上 で ある86校 が,ほ ぼ異論 な く正真正銘 の 「パブ リック ・ス クール」
13)

と認 め られ るようで ある。入学年齢 は,通 常13歳 で あ るが,相 当数 のパ ブ リック ・ス クール

は,8歳 ない し11歳 時に入 学す る 「ジュニア ・デ ィパ ー一トメ ン ト」 ない しは附属の 「ジュニ

ア ・ス クール」 を有 して いる。

以上,取 り敢えず 「パ ブ リック ・ス クール」 の概念 を得 るため,そ の一般 的性格 特性 にっ

く両 大 学 の他 に,London,Durhamが 新 しい 大 学 と して着 実 な歩 み を始 め っ っ あ っ た 。一.こ

れ ら一 連 の 諸 事 実 の背 後 に あ る社 会 ・経済 的 な らび に 政 治 的 要 因 に つ い て は,本 章 注(33)を 参 照 。

9)ス コ ッ トラ ン ドな らび に ア イル ラ ン ドの 学校 に つ い て は,そ の 性 格 が 可 成 り異 っ て い る た め,一

般 に はPublicSchoolの 範 疇 に は入 れ られ て い な い 。Cf.G.Kalton,η1θPめ1'c86加oな オ

勘c魏 α1ε配'yの,,1966,pp.4fL

10)「 共 学 制 」 の 同 種 学 校 が 少 数 存 在 す る が,Headmasters'Confbrenceに 加 入 す る こ と は許 さ れ て

い な い 。 ま た,多 数 の`all-girlschool'が 存 在 す る が,こ れ は 別 の 同 じ類 の校 長 協 議 会 を結 成 し

て い る 。Girls'Schoolに つ い て は,差 し当 りK.Ollerenshaw,跣 θ σ∫rJ3'8盈oo15,(1967)お よ

び.跣 θ(}ゴァ」3'P〃わ1∫c5c乃ooly6αr加oん,1967を 参 照 。 共 学 制 の もの に 関 して は,R.Bullock,
`TheCo ・educationalBoardingSchool',陥 θ7θ～no.33(Sept.1967)を 参 照 。

n)R.Davis,7乃 θθ如 用配σr5!c加01,1967.p,23.

12)拙 稿 「パ ブ リッ ク ・ス クー ル 」,社 会 科 学 事 典(鹿 島 研 究 出版)15巻,146頁 よ り引用 。

Cf.Ogilvie,oP.cit.,PP.7,121.;勲 θP〃 δ'∫05c乃ooな απ4漉 θGθ ηθrα1・砿 〃6α'∫o〃α18ン5'θη2

(ReportoftheCo㎜itteeonPublicSchools-FlemingCommittee),H.M.S.0.,1944,pp.

1ff.

13)J.Wakefbrd,翫 θC履5'θrθ4飾'θ 一 オ30c∫o如8`cα1加 吻5`3(ゾ'舵Eh8鰍pμ6κcβoα 瞬 η8

8c加01,1969,PP・213-4・ よ り算 出 。 なお,Bamford,oP・cit・,PP・268ffに も,や や 異 る基 準 に よ

る もの で は あ る が,1962年 現 在 のPublicSchoo1一 覧 表 が 掲 げ られ てお り,84な い し85校,最 大

に見 積 っ て92校 と され て い る。 ほ ぼ 同様 の社 会 学 的基 準 に も とず い て,Weinberg,op.cit,,(pp.

x-xHi)は84校 と算 定 して い る。
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いて叙述 してきたが,前 述のごとき本章の追求課題からして,以 下では,こ の特異な教育機

関に固有な内在的諸特徴を個別的に取 りあげ,更 にそれらにっいて特に社会的文脈の中で検

討 してみる必要がある。

(2)

ま ず 最初 に指摘 され ねばな らないのは,パ ブ リック ・ス クールが総 じて高 い教育水 準 を誇

ってい る ことで ある。 その秘密 の第 一 と して,優 秀 な教授 陣を豊富 に擁 してい る点を挙 げう

る。前記 「校長協議会」か らの依 嘱に よ り,イ ングラン ドお よび ウェールズの同協議 会会員

校 を調査 したG.コ ール トンによれ ば,対 象校166校 に おけ る専任 教師 と生徒 の平均比率 は1

頬14(一 般公立中等学校では1対18),こ こに謂 う狭義 の パブ リック ・ス クール にお けるそれ

14)
は,1対10か ら12の 範 囲内にあ ると推 定 されてい る。 また教 師の最終 学歴 についてみれば,

対 象校全教師 の88%が 大 学卒 であ り,う ち70%以 上 が オ ックス フォー ド・ヶ ンブ リッジの 出
15)

身 で ある とい う。 おそ ら く有名校 におい ては,こ の数値 は更に高いであ ろう。因 みに1970年

の ウィ ンチ ェスター校 にっいて言えば,教 師総数60名 中,博 士学位(Ph.D.)取 得 者5名,修

16)
士(AM.)30名,学 士(B.A.お よ びB.Sc.)19名,そ の他 は僅か6名 で ある。

このよ うに一般 とは遥 か に懸 け隔 った優れ た教育条件 に恵 れて,パ ブ リック ・ス クール の

卒業生 は,そ の 殆ん どがG.C.E.(GeneralCerti且cateofEducation;普 通教育終了証書)試 験

の 「普通」(OrdinaryIevel,以 下"0"レ ベルと略称一 通常16歳 時に受験)お よび 「上級」 レベ

ル(Advancedlevel,以 下``A"レ ベルと略称 通常18歳 時に受験)に 合格 してお・り,60%以 上

の者 が,在 校 中に少 くも一 科 目は``A"レ ベル にパ ス してい る。 大学進学資格た る三科 目以

上 の``A"レ ベ ルを在校中 に取得す るものは,30%で あ る。全 国的にみ ると,"0"レ ベル の

合格者 の1/5,"A"レ ベル のそれの1/4が,パ ブ リック ・ス クールの生徒 によって 占められ て

いる。後述 の ように,パ ブ リック ・スクール在学者が 同年齢人 口比3%以 下であ ることを考

慮すれば,こ れは驚 くべ き数字 と言 わねばな らない。 しか も,他 の公立学校 と比較 して,さ

らに特徴 的な傾 向が見 出され るのは,科 目別 の"A"レ ベ ル の合格者 につい て,そ の所属校

を分類 してみた場合 であ る。す なわ ち,パ ブ リック ・ス クールの生 徒 は,古 典(ギ リシャ ・ラ

テン語)に 断然強 く,古 典教科 による合格者が17%を 占 め るの に対 し,公 立学校生徒 の場合

は僅 か4%に す ぎない。 これ とは対臆的 に,数 学 についてみ ると,前 者 の22%に 対 し,後 者

17)
の35%と い う数値が得 られ る。

この ような事実 は,一 般的傾向 として,パ ブ リック ・ス クール において は依然 と して古典

14)Kalton,op。cit.,pp.16fL,62.

15)Ibid.,pp.45-47.

16)7乃 θPμ わガcα ηげPr司 ワαrα〃ア50乃ooZ5ア 診αrβooん,1970,P.592.

17)Kalton,oP.c孟t.,PP.90,94.
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18)

教 育 の伝統が強 く支配 して滋 り,カ リキ ュラムに訟け る比重が,近 代的 ・科学的教科 よ りも

古典語 におかれてい る ことを如実 に示す ものであろ う。 この屡 々指摘 され る教育 内容上 の特

徴 は,教 育 思想 史的 には,ル ネ ッサ ンス以来 の この国の 「自由教育」(1量beraleducation)の

伝 統 と 深 く結 びつ き,大 学教育 の内容,わ けて も オ ックス フォー ド ・ケ ンブ リッジの教育

と,さ らには高 等文 官任 用試 験(HigherCivilServiceExamination)の 内 容 とも密接に関わ

ってお り,畢 寛 それ はラスキや ラ ッセル らが厳 しく糾弾 したイギ リス支配階級のアマ チュア
19)

リズ ム に由来す ものなので ある。

けれ ども,こ の点 に関 して は別 の機会 にゆず る として,こ こでは,パ ブ リック ・ス クール

が上述 の ごとき優 れた実績をあげてい る,い ま一つ別 の理 由 として,教 育 組織 上の特徴につ

いて触 れてお こう。 すなわち,パ ブ リック ・ス クールには,通 常 「第6学 年 次」(SixthForm)

と呼 ば れるG.C.E.試 験 の"0"レ ベ ル以上 に相当す る教育課程が設 け られ てお り,こ こでは

普通3年 間(場 合によっては4年 間)の,徹 底 した 大学進学のた めの 準備教育が 提供 されてい
20)21)

る。 近年,公 立 中等学校 に も,こ の 「第6学 年 次」 が普及 しは じめて はい る ものの,こ れに

進学す る者 は全体 の20%強 で あるのに対 し,パ ブ リック ・ス クールで はその略 々2倍 の40%

以 上 が第6学 年次 に進む。か くして,イ ングラン ドお よびウェールズ の第6学 年次在籍者総
22)

数 の1/8が,実 にパ ブ リック ・ス クールの生 徒に よって 占められてお り,彼 等 の2/3近 くの も

のが,こ の特別 の進学 課程 在学 中 すで に何 らか の教科 の"A"レ ベ ルに合格 し,そ の半数以
23)

が 大 学進学資格 を得 ているのであ る。

『ロビ ンズ報告書』 に よれば,1961～2年 の全大学 にお ける学部所属男子学生 の22%は ,

18)古 典 教 科 偏 重 に対 す る批 判 は,先 に も触 れ た通 り,夙 に前 世 紀20年 代 初 め か らEdinburghRe-

viewersやWestminsterReviewersに よ っ て 唱 え られ て い た が,(上 掲拙 稿,122-4頁;E.C.

Mack,Pめ 〃030加oJ5α ηゴ.B漉 な乃 ρ吻 ∫oη1780'01860,1938,pp.148-9.参 照)現 在 で

も古典 教 育 の伝 統 が 濃 厚 に 残 存 して い る こ とは,屡 々批 判 的 に指 摘 され る と ころ で あ る 。有 名 な

例 で言 え ば,か のB.Russell(op,cit.)やC.P.Snow(TwoCulturesandScientificRevolu-

tion),さ らに は ア メ リカのD.Riesman(ConstrahltandVarietyinA血ericallEducation,Ch.3)

で さ え,階 級 的俗 物 根 性 の一 環 と して 批 判 して い る 。 け れ ど も,パ ブ リッ ク ・ス クール にお け る

古 典 中心 の カ リキ ュ ウム は,Oxford,Carmbridge両 大 学 な らび に高 等 文 官 任 用 試 験 の標 準 との

関連 で 更 に詳 し く吟 味 さ れ る 必要 が あ る 。CLBishop&Wilkinson,op.cit.,pp.120.鉱;D.

Butler&J.Freeman,Br漉 訥Po11∫ ゴoα1勘o'5,1900-1967,(2nded.)1968,pp.59-98.)

19)例 え ば,Laski,跣 θ1)α η8θHゾ,8θ'η8・α(ヲθ㍑∫12〃2伽αη40'舵 ア」恥∫βア3,i939,p.24.;RusseU,

op.dt.,pp.86-7,154-7,198-200.;Anderson,op.cit.,pp.48-9.な どを参 照 され た い。

20)こ の`SixthForm'に お い て は,大 学 入 学 資 格 た るG.C.E.の`A'レ ヴ ェル3科 目 以 上 の 合

格 を 目指 して,通 常 授 業 時 間 の2/3以 上 を費 して 当該3教 科 に 集 中 した 学 習 が 行 わ れ る と言 う。

CLW.D.Halls,℃ulturalIdealsandElitistEducationinEngland,Coη 脚rα ∫∫vθE伽 α∫∫oη

1～θv'ε}y,Oct.,1971,p.323.

21)1950～1966年 の16年 間 に,義 務 教 育 年 限 を越 え て 在 学 す る者 の比 率 は,全 体 と して24.6%に 増

え,同 期 間 に 鮒 訟 立Gra㎜arSchooiのS亟thForm撚,127%の 増 加 を示 して 幡 。

22)こ こに用 い た統 計 数 宇 は,Kalton,oP.cit.,PP.90,94。 に 依 る。

23)Ibid.
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パ ブ リック ・ス クール 出身者 であ り,う ち25%が 政府 奨学金 を得てい る。 また大学院生 に関
24)し

て は,17%が パ ブ リック ・ス クール 出身 者で 占め られてい る。 しか も,彼 らの進学傾 向に

は顕著 な特色がみ られ,独 自の入学試験 を課 しているオ ックス フォー ド,ケ ンブ リッジ両大

学 に進む者が圧倒的 に多 い。 同 じ1961～2年 にっいていえぱ,オ ックスフ ォー ドの男子 学部

学生 の53%,ケ ンブ リッジのそれの60%が パ ブ リック ・スクール の出身者 であ る。 この数字
25)

は,そ の後 も,極 く僅か の減少 はみ られ るものの,殆 ん ど変化 はない と言 われ る。 さ らに,

毎 年両大学か ら供与 され る奨 学金 についてみて も,そ の授与率 はパ ブ リック ・ス クール 出身
26)

者 の方 が格段 に高い。

これ ら上掲 の各数値が,同 年齢人 口の僅 か3%に も満たぬ青年た ちによって達成 され てい

る ものである ことは,わ れわれ外 国人 に とっては正 に驚異 と言 うほか ないが,こ うした事実

こそは,彼 等 の学力水準 が如何 に高いかを如実 に物語 る と同時 に,パ ブ リック ・ス クールか

らオッ クスフォー ド・ケ ンブ リッジへ とい う明確なチャ ンネルが,如 何 に輩固 に形 づ くられ

て いるか を端的 に示 している。そ して,こ の よ うな歴然た る教育上 のチャ ンネルが,イ ギ リ

ス社会 にお けるエ リー ト養成 に とって,い かに決定 的な役割 を果 して いるか につ いて も,こ

の事実 は既 に少 なか らぬ示 唆をわれわれに供 してい ると言え よ う。

(3)

と こ ろで第二 に指摘すべ きは,大 多数 のパブ リック ・ス クール の形態上 の特徴で ある。す

なわち,寄 宿制 を採用す る 「寄宿学校」(boardingschool)だ とい う点で ある。1963年 の調

査 によれば,こ の種 の学校110校 の うち,通 学生(daypupil)が 大 半 を 占める ものは22校

(うち8校 は寮生ゼロ)で あ るのに対 し,全 校生徒 の50%以 上 が 「寮生」(boarder)で あ る学校

が54校,通 学生 はほんの僅 かにす ぎない学校が34校 で ある。 しか も,こ れ ら計88校 の うち6
　 　 　 コ 　 　

校 を除いて は,す べて200名 以 上 の寮生 を有す る大規模 な 「パブ リック ・ボーデ ィング ・ス
27)

ク ール」 なので ある。

そこで は,限 られ た階層 の出身 の青少年 たちが,家 族か らも他 の社会層 に属す る同輩集 団

か らも,さ らには都会生活か らも完全 に隔離されて,校 内礼拝堂 を中心 とす る宗教行事 とチ

24)CommitteeonHigherEducation,地 伽 。肋6α ∫'oπ(RobbinsReport),H.M.S.0.,1963,

Appendix巫B,pp.5,59.

25)Ibid.,pp.436-8.

26)1966-7年 度 に 両 大 学 でopenawardsを 得 た パ ブ リッ ク ・ス クー ル 出 身 者 は 計544名 で あ り,こ

れ は同 年 度 の 両 大 学 入 学 者 総 数 の1/5強 に あ た る 。(c£ π〃2θ3肋6α"oπ413ゆ ρ陀〃28〃',14.July,

1967,P.73)な お,こ のopellawardsの 他 に,extraawardsが あ り,こ れ が,各 パ ブ リッ ク ・

ス ク ール と両 大 学 の特 定 カ レッヂ との特 約 的 関 係 の 実 質 的 内 容 を なす もの で あ る こと は注 意 さ れ

て よ い。

27)Wakefbrd,op.cit.'pp.11-12.
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一ム競技へ の強制的参加
,古 典 中心 のカ リキ ュラム と徹底 した道 徳教育,「 級長制」(prefect

system)に よ る上級生の強力 な指導体制 な どを通 じて,数 年 の間(普 通5～7年 間)規 律 ある,
28)

特 殊 な,し か も等質的 な共 同生 活を営むわけであ る。 これが,そ こに所属す る年若い青少年
29)

の 性 格形成 に,ど れ ほ ど深甚 な影 響を もた らすか は推 して知 るべ き ものが あろう。望 ま しい

か否か は別 と して,特 定 の価値体系 に裏づ け られた性格 陶冶や技能 ・態度 ・知識 の修得 に と

って,「 寄宿制」(board壼ng)ほ ど有効 な手段 が他 にない ことは,文 化 人類学や比較教育学 の
30)

領 域 で も,屡 々指摘 されてい るところで ある。
　 　 　 　 　

この ような寄宿学校 の一群 が 「パブ リック ・ス クール」 とい う一っの特異 な教育制度 と し

て確立 された のは,先 に も見 た通 り,さ して古い ことでは な く,前 世紀 の中葉 においてで あ

った。因み に,現 在 のパ ブ リック ・スクールの約半数 は,19世 紀 後半 に設立 されてい る。無

論 なか には,周 知 のご とく中世 や近世初期 か らの古い沿:革と伝統 を誇 る有名校 もないで はな

い。 しか し,個 々の学校 と してで はな く,イ ギ リス社会 において一定の重要 な機能 を果 して

い る制度的体系 としての 「パ ブ リック ・ス クール」 にっいて言えば,中 世以来 の光輝 ある伝

統 のゆえ に神聖 な りとい う巷説 は,ト ーニー も的確 に指 摘 した ごと く,紛 れ もな く 「一片 の
31)

神 話 」(apieceofmythology)に しかす ぎない。前 世紀 はまさ しくパブ リック ・ス クール の

世紀 と呼ぶ にふ さわ しく,そ の設立数 は世紀前 半に35校,後 半 には52校 の多 きを算え,イ ギ
32)

リス 教育史 上全 く類 例 を見 ないパ ブ リック ・ス クールの興隆ぶ りを示 してい る。 こ の 時 期

に,か くも多数 のパ ブ リック ・スクールが籏生 した原 因 と しては,幾 多の社会的 ・経済的 ・
33)

政 治 的要因が考え られ る。 しか し,そ れ らについては別 稿で論及 してあ るので,こ こでは,

寄 宿制 パブ リック ・ス クール の隆 昌が,一 っには鉄道 の発達 に負 うものであ ることを指摘す

る ことに止 め よう。

いち早 く産業革命 を成就 したイギ リスでは,1820年 に 鋼鉄 レールが出現 し,急 速 に鉄道網

28)PublicBoardingSchoo1の 生 活 に関 して は,Bamfbrd,oP.cit。,ch.4に 最 も客 観 的 か つ包 括 的

な記 述 が み られ る 。 自伝 的 文 学 作 品 と して は,有 名 なThHughes,乃 趨 βアow擁50加01D妙5,

1857やJ.Hilton,(7004わ アβ,ハ〃.α ゆ5を は じめ,G.Grhfith,跣 θ 五漉 σπ4・44vθπ'岬θ3(ゾ

G⑳ ㎎・θ 泌 ゑ∫oπ,1854;C.Isherwood,L'oη ∫αη45肋4の ジ3一 ∠4πE伽cα'∫oπ加'乃θ卿 θηガθ3,1938

な どが あ る。

29)こ の 点 に 関 して 優 れ た 回 顧 が 見 られ る の は,G.Orwell,跣8Roα4'o臓 伽P'θr,1959;ま た か

のB.Russel1(op.dt.,exx.pp.78,81-2,123)が,パ ブ リッ ク ・ス クール に お・け る 隔離 的 ・

閉 鎖 的 集 団生 活 の 阻 害 的 諸 要 因 に つ い て,主 と して 心 理 学 的見 地 か ら分 析 して い る の は 周 知 の と

ころ で あ る 。 な お,そ の 他 最 近 の 研 究 と して は,Wehlberg,op.cit.,p.117;Dancy,op.cit.,

pp.187-8,189-92.を 参 照 され よ。

30)C£R.M.Lowie,50c∫ α10喀 傭2α"oπ,1950,pp.44鉱;M.Deineko,、Pめ1∫c肋cα ∫∫o〃加 試加

0;5.&R.,ProgressPublisher,(nodate),P.118;J.Porter,7乃 θ レ宅π'cα1畝)3α 旋!1965,PP.

190母284fL;`111dia'sPublicSchools',7拗 θ3肋oα ∫茜oηα15醍ρρ」θ溺8刀',28.D㏄.1962.

31)Tawney,TheProblemofthePublicSchools,op.cit.,p.52.

32)Ogilv童e,oP.dt.,PP.8-10.の リス トよ り算 出。 因 み に,こ れ に続 く1900～1950年 に は,新 設 校

わ ず か に13校 で あ る。

33)上 掲 拙 稿,116-124頁 を参 照 され た い。
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が整備されるに伴い,富 裕な階層の子弟は全国各地か ら,た とえ遠隔の地からであっても,
34)

声 価 を得てい る優秀 な学校 に殺到 して きたのであ る。パ ブ リック ・ス クールの特色の一 つ と

して,先 にノ ン ・ローカル であ る点 を挙 げたが,そ の性格 は正 に この時期 に源を有す る もの

なのであ る。か くして,各 地 か ら参集 して くる生徒 を対象 に,は じめは個 々の教 師たちが私

的に下宿屋(lodginghouse)を 営 んでいたのが,や がて統合 されて寄宿舎(boardinghouse)

とな り,徐 々に正規 の学校組織 に組み入 れ られ,つ い にはパブ リック ・ス クール教育の根幹

を構成す るまで に至 った。す なわち,パ ブ リック ・ス クール にお ける 「寄宿制」 とい う原 則

は,元 来 は個 々の教師 の私的利害 に発す るもの に過 ぎなか ったので あるが,こ の世紀 の30年

代か ら次第 に,そ こで営 まれ る生活全般 に亙 って教育 的見地か らの様 々な意義づ けや正当化

が積 み重 ね られ,そ の結果パ ブ リック ・ス クールの教育 に不可欠 な もの と しての 「寄宿制」

とい う新 しい イデオ ロギ ーが形成 されて きたのであ る。それ は,T.W,バ ン フォー ドがいみ

じ くも言 うように,当 初 は恰か も 「蟻塚(a且thill)が,あ る共通 の 目的に向 って形成 されて

ゆ くの と,さ した る違い のない ものであ ったのだが,そ こで の生活 の様 式が,維 持者たち に
35)

よ って,次 第 に教育 の主 要原理 にまで高 め られた」 ので あった。 しか し,こ の 「寄宿 制」 イ

デオ ロギ ーとその許で営 まれ る上述 の ごとき特異 な共 同生 活 とが,実 はパ ブ リック ・ス クー
36)

ル を して,「 特権 意識 を哨む養育所」 た らしめる 最 大の要因で もあ る ことは,こ の際 と くに

銘記 され ねば な らない。

(4)

さ て,第 三 に取上 げねば な らないのは,制 度上 ・行政上 の特徴 についてであ る。パブ リッ

ク ・ス クール は,先 に も触 れておいた ように,公 教育 の枠外 に立 ち,中 央 な らびに地方教育

当局か ら直接的財政補助 は受 けてお らず,そ れゆえ公的行政管理 か らは概 ね 「独 立 」 で あ
37)

る,従 って,各 校 それ ぞれ に高度 の 自律性(autonomy)を 有 してい る点 が顕著 な特色 なので

ある。主要支 出項 目と生徒の集団放校 に関 して は各校 の理事 会が決定権 を もち,そ の他 一切の

管理 ・運 営 とカ リキュ ラム編成 をは じめ とす るあ らゆ る教育的措置 に関 しては,全 て校長の

裁量 に委 ね られてお り,た だ定期的 に巡回 して くる「勅 任視学官」(HerMajesty'sInspector)

の視 察 を受 け るのが唯一 の公的義務 であ るにす ぎない。 その限 り,パ ブ リック ・ス クール は

確か に 「自律性」 を謳歌 してい ると言 って よい。 ところが,私 的学校経 営はいかな る営利 目

的 ももたぬ一種 の慈善事業 と してのみ認 可 され るが故 に,そ してまた上述 の ごと く財政的に

も 「独立」で あるが故 に,パ ブ リック ・ス クールの経営費 は,実 にその95%以 上 を授業料 そ

34)Weinberg,op.cit.,Ch.2;D.W.Brogan,7施 θEπ8Z涌Pα Ψ 」θ,1943,pp.27蕉

35)Ba㎡ord,oP.cit.,P.83.

36)H,Gle㎜ester&R.Pryke,`ThePublicSchools',y∂ 醒η8勘 ∫αηPα 脚 〃 θ∫7,1964,p.7.

37)収 入 の 約10%程 度 は,間 接 な い し直 接 に 国 庫 か ら の 補 助 に よ る も の も あ る 。
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の他生徒か らの納付金 に依存せ ねばな らない。 か くして,就 学費 は年額700ポ ン ド前後 の高
38)

額 にな る。 それゆえ,パ ブ リック ・ス クールの誇 る 「自律性」 は,そ の反面 にお いて,経 済

的社会的な意 味で極 めて 「選抜性」 の強 い学校 た ら しめ る根本的原因で もある ことを看過 し

て はならない。す なわち,奨 学金 を得 て入 学 した少数 の者 を除けば,大 多数のパブ リック ・

ス クール生徒 は,こ の国の富裕 な階層 の子弟 に限 られて いる とい う結果 を
,必 然的 にもた ら

39)

して い るのであ る。

政府発行 の1965年 度 版r教 育統計』(StatisticsofEducation,1965)に ょれば,イ ング ラン

ドお よび ウェールズ にお ける 「成績の よい(e缶cient)独 立 申学校」の生徒数合計 は約10万,

うち約半 数の5万 人弱が 狭義 のパブ リック ・ス クール82校 に 在学 中であ る。 これ らの 数 字

を,全 国の同年齢就学人 口400万 との百分比で言 うな らば,驚 くなかれ,独 立 中学校在学者

は全体 の2.5%,し た が って狭義 のパブ リック ・ス クール に在学す る者 は僅 かにL25%に も達

しない。 海お 目に見積 って も,私 立 の寄宿 学校 に在 学す る者が全体 の3%に も達 しない とい

う統 計的事実 と,右 に見 た経済的社会 的 「選抜 性」 の強 さとを考え合 わす な らば,パ ブ リッ

ク ・ス クールが如何 に階級的閉鎖 的性格 の濃厚 な教育機関で あるか は,客 観 的に明白であ る

と言 わざるをえ ない。

こうした現 実は,当 然 の ことなが ら,親 たちの意識 に も明瞭 に 反 映 されてい る。1967年

に,就 学児 を もつ親 を対象 と して行 われたあ る意識調査 によれば,就 学費 の高いパブ リック
40)

・ス クールに子弟 を進学 させ たい と希望 してい る親 は
,全 体 の僅か7%に す ぎない。 これに

反 して,1954年 の 別 の調査 による と,当 時年収1,000ポ ン ド以上 の比較 的高所得層 の うち,

パ ブ リック ・ス クール出身者 は全体 の2/3を 占 め,し か も彼 らの子弟の実 に95%ま で が,親
41)

同様,パ ブ リック ・スクール の在学生 ない し卒業生 であ った。 これ ら二つ の調査結果 は,パ

ブ リック ・ス クール人 口の階層的集 申 と固定化 を端 的に物語 る好事例で ある と言 って よかろ

う。

(5)

で は,こ れ らの親たち は何 ゆえ に,何 を期待 して,敢 えて就学費 の高いパ ブ リック ・ス ク

38)1970年 度 に お け る所 謂`SevenBigs'に っ い て見 る と,授 業料 お よび 寮 費(入 学 料 ・競 技 料 そ の

他 諸 経 費 は 含 ま ず)の 合 計 で,最 高762ポ ン ド,最 低663ポ ン ド,平 均686ポ ン ドで あ る。(Cf.Z舵

・Pμわ〃oα〃4P7qワ αrα'oリノ5c乃ooJ∫}セ αrβooん1970,0P.cit.)

39)パ ブ リッ ク ・ス ク ール の この 「選 抜 性 」(selectiveness)の 高 さ が 意 味 す る と ころ に つ い て,す な わ

ち,経 済 的不 平 等 に 基 づ く教 育 機 会 の不 平 等 性 に つ い て は,以 下 の 行 論 との 関 連 に お い て,こ こ

で特 に銘 記 さ れ ね ば な らな い 。 この 点 に 関 す る議 論 と して は,わ け て もDancy,op.cit.,pp.103

ff;Glennester&Pryke,op.cit。 が 有 益 で あ る。

40)D.V.Donnison,`EducationandOpinion',ハ 磁w30θ ∫の,Vo1.10,no.265(1967),re£byWake-

ford,OP.cit.,P.27.

41)J.Vaizey,η ～θ茂oπo溜 ∫05q〆 肋oα"oπ,1962,p.150.
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一ル に子弟 を送 ろ うとす るのであ ろうか。蓋 しパ ブ リック ・ス クールには,諸 他の学校 には

見 られ ぬ上述 の ごとき特異 な生 活習慣や訓育手段 と,そ れ を通 じて伝統 的 に継承 され来た っ
42)

た特 別 の精神 的雰 囲気 ない しエー トスが存在 してお り,こ れ に親たちの多 くの 「期待」が寄

せ られているか らであ り,ま た その期待 を現 実に裏付 け るだ けの「可能性」も,事 実 そ こには

潜 んで い るか らなのであ る。す なわ ち,パ ブ リック ・ス クールの教育 は,単 に知識 ・技能 の

み な らず,「 公共奉仕 の精神」 とか,「 指導性」 「統率性」「率先垂範」 とかい う,将 来 エ リー
43)

トと して必要 な心 的資質 の啓 培 に特 に意 を用 いて いる と一般 に信ぜ られてい る。 それゆえ親

たちに とっては,高 い授業料 も,将 来 の社会 的 ・経済的 見返 りを十分 に 期待 しうる有利 な

「投 資」 と考 え られてい るのであ る。 しか も,こ の 「教育投 資」が,た しかに有利で ある こと

は,現 に事実 が証 明 してい る。端 的 な例 をあげてみ よう。1966年 の総選挙結果 につ いてみ る

と,第 一 党をかち とった労働党 の議員で さえ,そ の25%に あ た る363名 が,そ して野党 とな
44)

った保 守党議員 の86%に あ たる252名 が パブ リック ・ス クール の出身者で あ った。また先述

のニ ューサ ムが主宰す る 「パブ リック ・ス クール委員会」 の調査結果 によれば,司 法官お よ

び英国教会所属 の司教職 の3/4は,パ ブ リック ・ス クール 出身者で あ り,さ らに一 流商 事会

社の首脳 陣,高 級外交官,学 術会議評議 員 クラスの医師,陸 ・海 ・空三軍 の将 官,オ ックス

フォー ド,ケ ンブ リッジの副学 長 ・学部長 ・教授 な どの,そ れ ぞれ半数以 上が同 じくパ ブ リ

45)

ッ ク ・スクール 出身者 で占め られてい る。

無論パ ブ リック ・ス クールの教育が,そ こに学 んだ個 々人 の将来 の社会的経済的成功 に対

...46)

して,ど れほ ど直接的影響 を屯つか につい て計量 的に示 す ことは困難で あ る。しか し,T.J.

H.ビ シ ョップ とR.ウ ィルキ ンス ンも指摘す る ように 「これまで長い間,大 英帝 国の トップ

・レベルの職業 や社会的地位が
,一 握 りの"ジ ェン トルマ ン=エ リー ト"("gentleman61ite")

に よ って,す なわち,少 年期 を"パ ブ リック ・ス クール"と 呼ばれ る学校で過 した極 く小 範
47)

囲 の人 々に よって 占め られて きた ことは,疑 う余地の ない事実で ある」。 た しか に,イ ギ リ

ス社会 にお ける 「エ リー ト集 団」 とパブ リック ・ス クール とい う特異 な 「教育 制度」 との問

に,極 めて強い関連性が存在 している ことは既に幾多の統計的研究 によって明 らか な ところ
48)

で あ る。 しか も,パ ブ リック ・ス クール に学ぶ年若 い生 徒たちが,早 くもこの事実 を十分意

42)C£W.Taylor,跣 θ5θcoη 伽 アM∂4㈲3c乃oo1,1963,p.69.

43)こ こ に謂 う 「エ リー ト」 とは,必 ず し も厳 密 な社 会 学 的 基 準 に も とつ く概 念 と して用 い て い る わ

け で は な い 。 各 界 に お け る指 導 者 な い し最 終 的 意 志決 定 者 とい う ほ どの 意 味 で あ る 。なお,`Elite'

とい う語 の 用 法 につ い て は,BishoP&Wilkinson,oP・cit・,Ch・2,esp・P・81,note30・ を 参照 。

44)Wakeford,op.cit.,pp.30-31.

45)Pめ1∫c3c乃ooZ3Coη 物 ∫∬∫oη1伽3!Rε ρo〃op。cit.,Vo1.II,Appendix8,s㏄ts.4&5(pp.236-8)

46)Bishop&Wilkinson,op.cit.,p.16.

47)Ibid.,p,15.

48)こ の関 連 性 にっ い て統 計 的数 値 を 以 っ て 指 摘 した もの と して,例 え ば,Tawney,E加 α1'∫ア,op.
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49)

識 して於 り,こ の特権学校 に学ぶ こ との社会的文脈上 の意 味を既 に明確 に自覚 してい ること

自体,「 ヘゲモニー意識 の温床」 と して屡 々非難 の的 とな る所以 で もあ る。 しか し,こ こで

特に確 認 してお きたい のは他で もない。す なわち,繰 り返 し示 唆 して きた ように,一 般 の国

民教育体系 か らは 独立 の私的教育部 門を 構成 してい るパブ リック ・ス クールが,そ の 「制

度」全体 を通 じて,従 来 イギ リス社会 を主導 して きたエ リー ト集 団の生 活様式や価値体系 に

合致す る教育 を提供 して きた こと,そ して正 にその故 に,こ の国の社会 的 経済 的 上位 階 層

によ って,パ ブ リック ・ス クールが好個 の子弟教育 の場 として 「選択」 されて きた ことであ

る。

(6)

と ころで,ア メ リカの社会 学者R.タ ーナーは,階 層移動 と教育制度 との関係 を分析 した

論文で,米 英両 国の比較 を行 ってい る。彼 によれば,ア メ リカで は中等教育修 了以後 の年 齢

段階で,つ ま り高等教育段 階におけ る所謂 「ドロップ ・ア ウ ト」 によって,「 あか らさまで な

い,し か もよ り遅い選抜」(atacitanddelayedselection)が 行 われてい る。 そ して,こ れ に

よって 「競争 による階層移動」(contestmobility)と い う社会規範が確立 され てい る。 これ に

対 して,イ ギ リスの公教育制度 においては,10歳 半 か ら12歳 ま で の子供 に 「11歳 時の試験」

(Eleven-plusExamination)と 呼 ばれ る公的統一試験が課せ られ,そ の成績 に基 いて,そ れ

ぞれ異 るタイプの学校,す なわち,グ ラマー,テ クニ カル,モ ダー ンの三種 の学校へ と選別

され る。 この教育上 の選別 は,実 質上,子 供 の将来 の経歴 を決定づ ける もので あ り,従 って

これ は中等教育 開始 の時点で,制 度 的に露骨な形 で行われ る社会的選別 に他 な らない。か く

　　 　　

して イギ リスにお いては,「 本人 の能力 と適性 に応 じて」(accordingtoone'sabilityand

aptitude)と い うタテマ エ とは裏腹 に,そ れ らに対す る 家庭 的背 景か らの影響が 未だ全面 的

に支配 してい る年齢段階で,早 くも階層移動 が決定的な形で行われ るわ けで ある。 その意 味

で,イ ギ リスにおけ る社 会移動の特徴 は 「スポ ンサーつ き」(sponsoredmobility)と い う点
50)

に見 出され る,と ターナーは言 うので ある。

けれ ども,「 スポ ンサーっ き」 とい う点 が問題 だ とす れば,こ れが最 も典型的かっ尖鋭 な

cit.;H.M.Stout(ed),P〃 ゐ1'c3θ7v∫cθ'π θrθα'β 漉 伽,1938;J.D.Kingsley,R¢ ρ7θ5θ伽 ∫∫yθ

,8躍 θαμc解cア,1944;R.K.Kelshall,、 晦 舵rαy∫ ム ∫θ7yαη'5'η β漉 α∫η,1955な ど を 挙 げ う る が,

特 に 最 近 の 研 究 と し て 優 れ て い る の は,Weinberg,op。cit.,Ch。6.訟 よ びBishop&Wilkinson,

op.cit.,Ch.2.で あ る 。

49)CLT.H.Himmelweit,A.1{。Halsey,A。N.Oppenheim,`TheViewsofAdolescelltson

SomeAspectsoftheSocialClassStructure,βr"醜 」∂〃rηα1q〆 εoolb1θ8ッ,Vol.3,no.2.

(1952),pp.148-172.

50)R.H.Tumer`SponsoredandContestMobilityandtheSchoolSystem',14η2ε7∫cα η

300'0108∫cσ1R8y'θ}y,Vo1.25,no.1.(1960),pp.855-67。 な お,こ の 論 文 は 翌 年,Halsey,

Floud,Anderson(ed。),甜 鷹 α'`oπEcoηo配 ア 伽4500'ε 砂,op.cit.,Ch.12に 再 録 さ れ た 。
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形で示 され るのは,タ ーナーの指摘 した ごとき公教育 の体系内 にお ける よりも,寧 ろその枠

外 においてであ ろう。す なわ ち,一 般 の国民 教育 とは別個 の教育体系 を構成 しているパブ リ

ック ・ス クール の制度 その もの こそ,正 しく 「スポ ンサーっ き選抜」(sponsoredselection)

の最 大 の象徴 と言 わねばな るまい。けだ し,将 来の エ リー ト的役割行動へ の周到 な準 備 と訓

練 を施 され,潜 在的 エ リー トと しての地位を約束 され得 るのは,先 に見 たご とき 「選抜性」

の極めて強いパ ブ リック ・スクールへ の入 学が経済的 に 「保証」 され ている,ご く少数 の社

会的上位者 の子弟 に限 られてい るか らであ る。 この事実 は,ま さにイギ リス社 会 にお ける職

業 的 ・社会的成層 の固定化 とい う現実を典型的 に反映す る もので ある。 と同時に,こ の よう
51)

な 教育 体系 の 「分裂」(schism)こ そ が,逆 にこの国の階級的社会構造 を絶えず強化 し,再

生 産 しつづ けてい る と言 ってよい。その意味で,イ ギ リス論 と して名高 いD.W.ブ ロ ウガ ン

の著作 か ら,そ の一節 を次 に引いてお こう。

「イギ リス人 の間に見 られる階級 的 ・社会的差別 の態度 を解消 してゆ く手掛 りは ,教 育

制度の改革 のうちに求 め られるべ きであ る。いずれ の国を見 て も,従 来 のイギ リスの よ

うに,若 き日に受 けた学校教育(formaleducation)の 性 格 が,人 々の一生 を決定的に支

配す るほ どの重要性 を もった ところは他 にない。 所謂"パ ブ リック ・ス ク

ール"の 教育だ けが
,事 業や政 治において,軍 隊や官界 に訟い て,さ らには芸術 の世 界

におい てさえ,将 来人 の上 に立つ(command)に 相 応 しい人物 を養成で きる とい う考 え

が,19世 紀 に突如 と して起 ったのは誠 に不 思議 とい うほか ない。13,4歳 か ら17,8歳 ま

で に受 けた教育 の効果 が生涯 にわた って決定的であ る とい う観念が,イ ギ リスに訟いて

のみ,し か も 極 く近時 になってか ら生 じたので ある。 男性 が二 つの階級

に,っ ま リパブ リック ・スクール 出身者 とそ うで ない連 中 とに分 れる とい うことは,イ

ギ リス人の生活 において一般 に承認 された ドグマ となった。す なわち,パ ブ リック ・ス

クールの出身者 は,何 らかの価値あ る道徳的 ・社会的資質 を具備す るのに対 して,他 の

学校の出身 者は,全 くそれ らと無縁 とい うわ けで はない に して も,ご く稀に しか体得 で
52)

きな い と考 え られたのであ る」

右 の言葉 は,実 は 「1944年 教 育法」 による国民教育制度 の確立 を目前 に控え た時期,つ ま

り約30年 前 の発言 なので ある。 しか し現在 にお いて も,事 情 はさ して変 っていない。 再 び統

計的数字 を掲げてみ よう。1963年 現 在で もなお・,各 界 で活躍 してい るエ リー トの うち,14%

が イー トン,ハ ロウ,ウ ィンチェース ター,ラ グビーの出身者で あ り,43%が 他 のパブ リッ

ク ・ス クール出身者 であ るの に対 して,公 立 中等学校 の出身者 は僅 か29・%を 占 め るに 過 ぎ

53)

ない 。 それゆえ,曽 つ て トーニーが 鋭 く指 摘 した と 同 じように,現 在 において も依然 と し

51)Bamford,oP.cit.,P.13.
52)Brogan,oP.cit.,PP,28-9.
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て,パ ブ リック ・ス クール とい う 「教育 上の隔離制度」(asystemofeducationalsegrega・

tion)は,同 時に 「また社会 的隔離 の制度 で もある」(alsoasystemofsodalsegregation)の

54)

で あ る。実 に ここに,今 日のパ ブ リック ・ス クールが 孕 む根本 問題 が存す る。換言す れば,

パ ブ リック ・スクール制度 は,単 に教育 の機会均等 とい う形で の 「教育 にお ける平等」 の原

理 に著 しく背馳す るだけで な く,「 社会的平等」 の理念 に も背反す る もの として,そ の存在

の是非 が鋭 く問われているので ある。

(7)

従 来 と くにわが国で は,パ ブ リック ・ス クールにっいて云 々され る場 合,概 ね その教育 上

の優れた特徴について論 じられて きた。すなわち,寄 宿 制や級長 制の採用,団 体競技や宗教

行事 の重視 な どを通 じて,自 治精神,堅 忍不抜,圃 毅 と寛容,公 正 と友情,中 庸 と規律,指

導性 と協調性,公 共奉仕 の精神等 々,「 ジェン トルマ ン」 にふ さわ しい徳性 の酒 養が主 眼 と

される こと,ま たカ リキュ ラムは,人 文的 ・古典的教科 に重点 が訟か れ,多 数 の優秀 な教 師

のも とで,大 学,と くにオ ックスフォー ドとケンブ リッジへ の進 学準備 と,将 来 の各界 に診

ける指導者 の養成 を目的 とす る高い水準の教育が施 され ること等 々が 強調 され,殆 ん どそれ

らについて の讃美 ・賞揚 に終始 してきた と言 って も過言 ではない。

しか し,こ う した教育上 の美点 のみ に視野 を限 るこ とは,楯 の半面 のみを論ず るの誹 りを

免れ得まい。 それ とは別 の角度か ら光 を投 じねば ならぬ のは,パ ブ リック ・ス クールが,イ

ギ リス社会 にお・ける支配階級 の生 活様式や価値体系 に合致 した隔離的教育 「制度」 として,

従 来 よ り果 して きた社会的機能 にっいてであ る。す なわち,所 謂 「ス ポンサーつ き」の 「選

抜」 を経てそ こに学ぶ,恵 まれた少数 の階級 的文化 的に等質 な青少年 に対 して,エ リー ト的

役 割行動へ の意 欲を植え つける と同時に,将 来 のエ リー トと しての能力 と地位 を 保証す るこ

とに よって,支 配 階級 の恒常化 と職業 的 ・社会 的成 層化 を助 長 して きた ことこそ,今 日もっ

とも重 大な問題 として認識 されねばな らぬであろ う。

※

前労働党政府 がつい先 頃政権 を譲 り渡す まで,中 等教育 の抜本的再編成 を 重点政 策の一つ

に掲 げ,一 方で は 「総合制 中等学校」 の運動(ComprehensiveSchoolMovement)を 積 極 的

に推進す る と共 に,他 方で,最 初 に指摘 した ご とく,パ ブ リック ・ス クールの 「公教育制度

へ の統 合化 」の問題 に真剣 に取 り組み始 めた根本的意図 について も,以 上 の考察 を通 じてほ

ぼ推察 で きるであろ う。すなわちそれ は,教 育 の機 会均 等の確立 と,そ れ を通 じて の社会的

平 等の達成 を目指す もの に他 ならないので ある。

53)M.Abrams,`8ritishEliteAttitudeandEuropeanCommonMarket',P配 わ1たOp加'oπ

C履 πθrか.Vol,29,no.2.(玉963),pp.236-46.

54)Tawney,TheProblemofthePublicSchools,op.,cit.,p.59.
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皿.1944年 教育改革の問題点 とパブ リッ ク ・ス クールの 「統合化」問題

前章においては,現 在のパブ リック・スクールそのものが全体 として蔵 している根本的問

題について,主 として社会的地平において把握 しようと努めた。そ して最後に,パ ブ リック

・スクールを公教育制度へ と「統合化」す る問題 と,「総合制中等学校」の運動 との間に,少

なか らぬ関わりがあることを示唆 しておいた。では,イ ギ リスの今 日の 中等教育再編成問題

を構成する謂わば二本の支柱 とも言 うべ き右の問題は,い ったいどのような連関に立つもの

であるのか。一 これを明確に把捉するためには,1944年 教育法の成立時点にまで潮って,

われわれの問題関心から改めて同法 とそれに基いて行われた教育改革について再検討を加え

る必要があるであろう。それは言 うまでもな く,上 来社会的地平において論 じてきた 「パブ

リック・スクール」問題を,現 代教育史の上で捉え直す ことによって,そ の本質をより明確

に浮彫 りす るためである。

(1)

先 に,1944年 教 育法 の成立 を 目前 に控え た時 点で,ブ ロ ウガ ンが 「イギ リス人 の 間 に見 ら

れ る階級的 ・社会的差別 の態度 を解消す る手掛 りは,教 育制度 の 改革に求 められ るべ きだ」

と主張 した ことを紹介 してお・いた。 その同 じ1943年 に,時 の教育長官 バ トラーの名 で 発表 さ

れ た教育 白書r教 育 の再 建』(EducationalReconstruction)は,初 等普 通教育制 度が発足 し

1)
た 「1870年 以 来最大 の,最 も素晴 らしい教育 的進歩」 を約束す る もの として広 く国民的支持

2)

を うけ,翌 年 これが法制化 されて所謂1944年 教 育法(通 称 「バ トラー法」ButlerAct)が 誕

生 した ので あった。社会保障制度 に関す る 「ベヴ ァリッヂ ・プ ラン」(BeveridgePlan,1942)

が,個 人主義 的 自由主義 の この国 にとって は 正 に革命的で あ ったの と同様,こ の1944年 法

は,教 育制度 にお ける革命 とも称すべ き画期 的改革法 であ った と言 われ る。では,こ の 画期

的 な教育改革法 が誕生す るに至 った背景 は どのよ うな ものであ ったのか。 この点に ついて先

ず瞥見 してお こう。教育法制史 的にみれば,1944年 法 は,今 世紀以来,と りわけ20年 代以 降
3)

にお ける一連 の改革 的動 向を一挙 に集 大成す る ものであ った。 とい うの は,1926年 の 通 称
4)

rハ ドウ報告書』(HadowReport)並 び に38年 のrス ペ ンス報告書』(SpensReport)が,

III.

1)7乃 θ 刀 〃軍θ3,24.July,1943.

2)正 式 名 称 は,AnActtoReformtheLawRelatingtoEducat孟oninEnglandandWalesで

あ る 。

3)H.C.Dent,7乃 θ 、醐 髭oα∫'o〃.4α1944,1944,p.3.

4)両 報 告 書 の 内 容 に つ い て は,上 掲 拙 稿136-8頁 を 参 照 さ れ た い 。



「平等 」 問 題 と して の パ ブ リッ ク ・ス ク ール 305

夙 に個人 の能力 に応 じた教育機会 の均等化 と中等教育の義務 化 とを目標 とす る優れた改革案

を提案 して いたので あったが,そ の大半 は惜 くも凍結 されたまま机上案 に止 まっていたか ら

で ある。 そ して その主 たる原 因が,「 飢えた る30年 代」(thehungrythirties)と 呼 ばれ る長期

の経済的パ ニックと,そ れ に続 く第二次世界 大戦(1939～45年)の 勃発 にあった ことは,あ

らた めて断 るまで もあるまい。 しか し,こ の大戦に よって イギ リス国民が経験 した未 曽有 の

大試練 こそは,1944年 教 育法 の誕生 に とって決定 的な意 味を もっ ものだ ったのであ る。

全 国民が死力 をつ くして戦 った第二次世界大戦 は,単 に軍事上 ・政治上 の試 練であ ったば

か りで な く,社 会的 にも,ひ いて は教育 の上に も深甚 な衝撃 を与 える ものであ った。H.C.

デ ン トは次 のように述べてい る。 「大戦 の間,教 育組織 にお ける 構造上の変化 は殆ん どなか

った。 けれ ども,大 部分 の人 々はそれ に気付いてい たの であるが一1939年 当 時の教育

体制 は,も はや戻 って は こなか った。 それ は… …学童疎 開が始 まった 日に 死んで しま った。
5)

そ して 再 び蘇え るはず もなか った。 す でに 余 りにも多 くの変化 が 起 っていたか らであ る」

と。 その 「余 りにも多 くの変化」 とは,い ったい何 であ ったのか。 疎 開地 区における教育 活

動の頓挫,被 爆 都市 にお ける教育施設 の破壊,出 征 による男子教員 の 激減等 々が,ま ず指摘
6)

され るで あろう。

しか し,こ こで は,も っと別の次元での根本的変化に着 目 した い。 それ は,イ ギ リス国

民 全体 の社 会意識 におけ る変化 であ る。彼 らは,戦 争 と疎 開 とい う苛 酷な現実に直面 して,

は じめて,イ ギ リスが これまで長い間,社 会的 にも文化 的 にも深 く分 裂 した 「二 つの国民」

(twonations)と して生 きてきた ことを 痛感 したのであ った。「一方 の階級 は,他 方 の階級

の思想 も感情 も全然 わか らない」 とい う有名 なデ ィズ レ リー(Be功aminDisraeli:1868年 に英

国首相)の 警句が,今 なお厳然 たる事実で ある ことを目のあた りに したイギ リス国民 は,今 や

戸 口に迫 った外敵 の脅威 と同時に,自 らの内部 に潜む重大 な危 険を も改 めて痛感せ ざるを得
7)

なか った。か くして,社 会的良心 に基 く 「国民 の内的更新」(innerrenewalofanation)へ

の情熱 が湧 出 し,そ れが教育制度 の抜本 的改革へ の強 い願望 と期待 となって国民的輿論 を形

成 してい ったのであ る。

(2)

この ように広汎 な国民的支持 を得 て成立 した1944年 教 育法 の意 図 した ところ は,い ったい

何で あった のか。 それ は,教 育 の機会均等 を推進す る と共 に,個 人 の年齢 ・能力 ・素質 ・関

心 に応 じて,よ り高度 の教育 を国民 に提供す るため,国 家 的関与 を 一層強化す る ことで あっ

5)H.C.Dent,E伽cα"oη 加 η αη3漉oπ1939-1943,1943,p。viii.

6)Ibid.,pp.8-11.

7)R.Ulich,、E伽6α'∫o〃 ρプ ハ励'oπ5,1961,p.121.
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8)
た 。換言す れば,国 家的統制 と計画性 とを高め ることに よって,教 育機会 の飛躍 的拡大 を図

り,も って国民 教育 の 「大衆化」 と同時 に 「高度化 」 を達成 しようとす るものであ った。 そ

して,そ こに一貫 して認 め られ る基本理念 は,先 述 の1943年 の教育 白書 にみ られ る次の言 葉
　 　 ロ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の

に要約 され よう。「この国 の運命 は,一 にか かって国民 の教育 にあ る("Upontheedueationof

thepeopleofthiscountrythefateofthiscountr7depends".)。 … …… われ われの最 大の国民 的

財宝 は,国 の青少年 にある。単 なる得 策 とい う点だけか ら して も,わ れわれは この財 宝を開
9)

発 して,最 大の利益 を得 ないわけにはいかない」。ここには,現 在 の所謂 マ ンパ ワー ・ポ リシ

イの伏線 もす でに見 出され るのは興 味深いが,そ れ は兎 も角,現 行 のイギ リス教育制度 が,

右 のご とき基本理念 と立法意 図 とに よって成立 した1944年 法 齢 よびその修正法(46年,48年)

に基い てい る ことを,こ の際まず確認 した上で,次 に本 章の追求課題か ら して,こ の改革法

が本来最大 の重点 とした ところは何 であ ったか について,明 確に把握 してお きたい。

この通称バ トラー法 の最 も注 目すべ きメ リッ トとしては,そ れに よって 国民教育制度全体

の構造的単純化 をな し遂 げた点が挙 げ られよ う。周 知の ごと く,改 革以前 のイギ リスの学校

は,主 と して宗教的有志団体や地方公共 団体 の自発 的努力 によ って 支え られて きた長い歴史

をもち,ま た各社会階層 に対応す る多様で異質 な教育機関が雑多 に混在 してい た。 そ の た
10)

め,長 い間統一的 な国民教育体系 の成立 が阻まれて きた。 無論 バ トラー法 に よる改革後 も,

後 述 のように,あ らゆる複雑 ・多様 な要 素が全 て払 拭 された とい うわ けで はない。 けれ ども

全教育体系 は 「初等」(Primary)一 「中等」(S㏄ondary)一 「継続」(Further)の 三 つの連続 的 ・継

起的 な 「段階」(stages)に 分 たれ,す べ ての国民 が等 し く通 らねば な らない一連 の発展 的階
11)

梯 と して整理 され るに至 った。(同 法7条)こ れ は,他 な らぬ前述 のハ ドウお よびスペ ンス両

報告書 の理念 を実現す る ものであった。す なわち,一 方 におけ る特権 階級のための 中等教育

と,他 方 にお ける一般大衆 のための初等教育(ElementaryEducation)と い う,階 級構造 をそ

の まま反映 していた従来 の 「複線型」教育制度(dualsystem)を 可 能 なか ぎ り打破 しようと

す るものであ った。 したが って,5歳 か ら11歳 まで の初等教育段 階は,「 エ レメ ンタ リ」 とい

う従来 の呼称 を廃 して 「プ ライマ リ」 に改称 され,そ して,こ れ に接続す る全 日制 の教育 は

すべて 「中等教育」 と定義づ け られ る こと となった。 また 義務 教育年限 は 例外 な しに15歳

8)1944年 教育 法 に見 られ る個 別 的 教 育 目的 と して は,「 地 域 社 会 に訟 け る 各 人 の 精 神 的(spiritual),

道 徳 的(moral),知 的(mental),身 体 的(physical)な 発 達 を 助 成 し」(第7条),「 実 際 的(practical),

職 業 的(vocational)訓 練 を も加 味 しっ っ,生 徒 の 適 性 と能 力 を発 展 させ,市 民 と して の責 任 を

全 うさせ る」(第43条)と い う規 定 を挙 げ る こ とが 出来 よ う。 しか し こ こで は,同 教 育法 全 体 の

究 極 的意 図 に つ い て 問題 に した い 。

9)BoardofEducation,甜 μcα"o〃αムRεooη∫'ア躍c"oη,Cmd.6458,H.M。S.0.,1943,para.1(p.3)

10)上 掲 拙 稿,117-122頁 参 照 。

11)TheEducationAct1944,7&8Geo.6,C.31,Section7,c董tedbyG.Taylor&」.B.

Saunders,τ ゐθ ノ〉θwLα レレ(～プ」巳冨麗cαガoη,(6thed.)1965,P.89.
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まで 延長 され,公 立 中等学校 の授業料 は全廃 されたのである。 これに よって も直ち に推 察で

きるよ うに,バ トラー法 の最大 の重点 は,長 い間実現 をみ なか った 「中等教育 を全国民 に」

(SecondaryEducationforAl1)と い う中等教育普 遍化 の理念 を制度化す るにあ った と言 っ
12)

て よ い。 ただそのさい教育省 は,中 等教育が 「古典学校」(GrammarSchool-7年 制),「 技

術学校」(TechnicalSchoo1一 主 として5年 制),お ・よび 「近代学校」(ModernSchool一 主 とし
13)

て4年 制),と い う,三 種の異 なる中学校か らなる 「三課程別制」(tripartitesystem)を こよ って

組織立て られ る ことを示唆 した。 そ して,こ れ ら中等教育 の三類型 は,教 育 の種類(kind)

の相 違 であ って,け っ して程度(degree)の 差 異 を意味す る ものではない と特 に強調 し,中
14)

等 学 校 同格化 の意 図を殊更 に謳 ったのであ った。

以上 の簡単 な素描か らも明 らか なご とく,種 々の障害 に限まれなが らも1920年 代 か ら徐 々

に積 み上 げ られてきた 教育改革諸案 は,よ うや く第二時大戦の 末期 に 一挙 に結 実の 時 を迎

え,特 に中等教育 の抜本的改革 を基軸 として統一 的な国民教育 の 体系 を確立 しようとす る一

15)
貫 した意図 は,1944年 法 におい て可成 りの程度集約的 に表現 された と見 てよい。 この教育法

の施行が,い み じくも,従 来 のイギ リス教育制度 の 「オーバーホール」 である と呼ばれ るの
16)…

は,正 にその意味 においてで ある。 しか しそれ は,果 して完全 なオーバーホール で あ った と

言え るで あろうか。

(3)

い ま,1944年 の 教育制度改革が果 して 「完全 なオーバーホール」 であっただろ うか,と 疑

問 を呈示 した。 確か に この教育改革 は,「 中等教育 を全て の国民 に」 を標榜 し,中 等教育 の

開放 を通 じ,全 て の国民 に 「能力,適 性,年 齢 に応 じて」教育機会 を平等 に保証 しようと企

図す るもので あった。 その限 りにおい て,こ の未 曽有 といわれ る大改革 は,「 メ リッ ト」 に

よる新 しい社会秩序 の建設 を目指 した もの として高い評価 を得 て当然で あろう。 なぜ らら,

それ によって従来 の厳格 な 「複線型」教育制度 が撤廃 され,曽 って は上流階級 のみ のもので
り 　 コ 　

あった中等教育が全国民に開放されることになり,そ の結果 「初等」から 「継続」教育に至

玉2)上 掲 拙 稿,135-8頁 参 照 。

13)C£H.C.Dent,η 把 肋cα"o槻1の5'θ 配(ゾ 石初8加4α 厩 物1θ5,1961,pp.49-50.

i4)肋cα ∫∫oηα1Rθcoη5∫7〃c"oη,oP.cit.,paras.28,29,30,31.

15)事 実,同 法 の 許 に あ っ て,義 務 教 育 年 限 を 越 え て 中 学 校 に 在 学 す る 者 の 数 は 逐 年 増 加 し て お り,

そ れ は 右 の 三 っ の タ イ プ の 別 を 問 わ ず,一 般 的 傾 向 と な っ て い る 。C£A.H.Halsey&L.

Gardner,`Sel㏄tionforS㏄ondaryEducationandAchievementinFourGrammarSchools',

Br漉5〃 ∂〃アπα1げ500∫01ρ 甜,Vol.4.1953,p.66;MinistryofEducation,5嬬'3∫ ∫63αプ肋co"oη

1961,Pt,1,Tbls.24,25;5'α ∫ゴ3'ゴc5ρプE励cα'ゴoη1963,Pt.皿,Tbls.,3一(3)

16)S.JCurtis,E肋rア{ゾ 肋cα 伽 加Gア θα∫君吻'η,1953,Ch.Xl;T.L.Ja㎜ 孤,加 〃翻 倣 ∫

加 漉 θ研 嘘∫orア(～プ肋cα ∫'oη,1963,PP.299-301.
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るまで の連続的 ・継 起的 な国民教育体系が 一応整 備される こととな ったか らであ る。けれ ど

も,そ の意味で正 に改革 の要石 となった 「中等教育」 をめ ぐって,実 は二 つの大 きな問題が

残 された こ とを看過 すべ きで あるまい。で は,そ の二つ の問題 とは何か,如 何 な る性質 の問

題 なのか。一 しか し直 ちにそれ に立 ち入 る前 に,こ こで,問 題 の1944年 教育 改革 のイデオ

ローグであ ったEク ラー クの思想 にっいて,若 干必 要な限 りで触 れてお くことに したい。蓋

しそ うす ることによって,こ こに謂 う 「残 された問題」 の性格 を,よ り明確 に捉 え うるであ

ろ うか ら。

周知 のご と く,知 識 社会 学の立場 か ら,社 会学的診断 に基 く「教育 の統合的理論」(integral
17)

theoryofeducation)の 確立 を提 唱 し,新 しい民 主的パース ナ リテ ィの形成 とその組織条件 の

究 明に努 めたのは,ナ チスに追われて1933年 イギ リスに逃れ て きたK.マ ンハ イムで あった。

この先達の理論か ら多 くを学んだ クラー クは,教 育 を広 く社会的文 化 的 現象 と捉 え,計 画

的社会改革 の一環 として イギ リス教育 の改革 を主張 したので あ った。1940年 初 版 のr教 育 と

社会変化』(EducationandSocialChange)に お いて,彼 は先ず,「 いわゆ る社会学的立場 を

虚心に受 け容れ,可 能 な限 りそれをイギ リス教育 の現状 に具体的 に適 用 してみ る こと」 を提

言 しつつ,こ の書 の目的 を 次の ように説明 してい る。 「これまでわれわれが経験 して きた如

何 なる体制 よ りも,そ の機能 において は遥 か に集産主義的で あ りなが ら,し か も個 々人 の人

格的多様性 に対す る自由が保証 される方 向に向 って,意 図的 に計画 され方 向づ け られて いる

ような社会制度 これ こそは時代 の要請 であ るが,そ れ に対 して現存 の教育体制 が どの程
18)

度 ま で変化 に適応す る力 を持 ってい るか,こ れ を検討 してみる ことで ある」と。次 いで彼 は,

イギ リス教育を長い 間規定 しっづ けて きた 要 因を分析 して言 う。 「国民 大衆 の学校が,こ れ

まで支配階級 の利害 に合致す るよ うな形態 と内容 とに よって,つ ねに上か ら与え ら れ て き

た」。 そ して これ こそが,18世 紀 の優 雅な ジェン トルマ ンによって代表 され る上流文化 と,

古い庶民の文化(oldfolk-culture)と の 間に,深 い断絶 をもた らす重要 な要因で ある。 従 っ

て,こ う した弊害 を除去すべ き教育制度 の再編成 は,ま ず教育 におけ る階級観念の棄却か ら

始め られねばな らぬ。 「教育 について考 え る場合,い つ も階級 とい う 観念か ら見 る習慣 が,

… …教育 に関す る範疇や用 語 を,現 在み られ るような混沌 とした複雑 なものた ら し め て い

る。厳 しい階級構造 とい う馬鹿 げた観念 を遠ざ けさえすれば,現 実の社会 的必 要 に 対 し て

も,ま た社会 的統制 や改革 の道具 として役立 っ教育の価値について も,わ れわれは もっと弾

力 的 ・適 合的な思考 がで きる ように なるで あろう」。 この ように説 き来 って クラークは,イ

ギ リス国民 の間に牢乎 と してあ る階級観念 を克服 し,国 民文化 の統一 を回復すべ き手段 とし

て,「 教育 制度 の全面的統一化」(uni飴ationofthesystemoverwholerange)の 必 要 を強 く

17)K.Mannheim,1)'αgπo∫ ∫5げ0灘r7肋8,1943.

18)F.Clarke,E伽04ガoη απ4800如1(=肋 η8・θ,1940,p.7.



「平 等 」 問 題 と して のパ ブ リッ ク ・ス クー ル 309

19)

訴 え たのであった。

また彼 の最後 の著書r教 育的社会 にお ける自由』(FreedomintheEducativeSociety)は,

1944年 の教育改革 によって,国 民教育制度 の 「オーバーホール」 がま さに進行 しつつ あった

とき執筆 され た もので あるが,こ こで もクラー クは,「 二つ の文化」 の存在 を慨 嘆 し,真 の

個性的発達 は,す べ ての国民 に共通 な文化(commonculture)の 中 で のみ行われ うると力説
20)

して い る。彼 によれば,レ セ ・フェール の時代 は,人 類史 の長い舞台 にお ける短かい幕合い
　 　 　 　

狂言 に しか過 ぎず,い まやわれわれ は,プ ラ トンが構想 した ごとき本 質的 に「教育 的な社会」

(educativesociety)へ と 「復帰」 すべ きだ と言 う。 「われわれ は,従 来か ら個性的 なる もの

の自由な発展 について随分多 くの意見 を聞いて きた。 けれ ども現在われわれに耳 新 し い の

は,組 織化 され た産業社会 にお ける生 活の枠 の中で,実 際的 な可 能性 と して個性的 なる もの
21)

を発 展 させ るとい う理念で ある」。 この理念を 実現 した 社会 こそが,謂 うところの 「教育的

社会」 なので あ り,そ こで は階級的分離 も,文 化や職業 にお ける断絶 も,労 働 と閑暇 との分

裂 も 存在 しない。か くして,完 全雇傭 と社会保 障 とい う市民的 「権利」 に対 応す る市 民的

「義務」 と しての労働 は,"人 間化"(humanize)さ れ る とともに社会化 されて,い わゆ る人
22)

間 疎 外の諸状況 も解消 され る。 そ して この ような理想社会 を招来せ しめる 原動力 は 「改革 さ

れた教育」の他 にあ りえない として,ク ラークはあ らゆ る教育機 関が,「 自由のための計画化」

(planningforfreedom)を 積 極的 に推進すべ きことを勧奨 してい るのである。 けだ し彼 にあ

って は,一 般的社会改善 と真 に自由な個人格 の確立 とは,本 質的 な意 味で 「教育的 な社会」

の実現 を侯 って初 めて共 に可能 と考 え られ,そ のた めの不可欠 な手続 きとして,ま ず計画化

された全面的教育改革が期待 されて いたか らである。

以 上に明 らか なごと く,ク ラークの教育改革論 は,先 に紹介 した時の文 相バ トラーは じめ

プロウガ ンなど知識人,さ らには広 く一般 のイギ リス国民 が,挙 って願望 し期待 していた と

ころの ものに理念的形式 を与え た ものと言 ってよいであろ う。 その意味で クラークは,1944

年 教 育改 革 のイデオ ローグと呼ぶ にふ さわ しい教育学者で あった と言 えよ う。

(4)

ところで,1944年 の教育改革が,右 にみたクラークに代表されるごとき,階 級観念の破棄

に依 る教育制度の抜本的改革と,そ れを通 じての階級なき社会秩序の再建 という大理想に導

かれたにも拘らず,他 ならぬ改革の要蹄とも言うべき 「中等教育」に関して,な お後に残 し

19)Ibid.,pp.30,48.

20)Do.,」 町θθdo解'π 石励cα"vθ30c'8砂,1947,pp.34-5.

21)Ibid.,p.15.

22)Ibid.,pp,58-9.
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て しまった二つ の重大 な問題 とは,一 体 どのよ うな ものなのか。 先 に提起 して壽い たこの問

い に対 して,い よいよ解答 を与 える段階 に きた。

第一 の問題 は,ク ラー クが念願 した ごとき 「階級 観念 の棄却」 に よる 「教育制度 の全面的

統一化」(uni且cation)は 遂 に果 されず,依 然 として公立学校(maintainedschools)と 私 立学

校(independentschools)と の二系列が存置 された点にある。 その結果,い わゆ るパブ リッ
23)

ク ・ス クール を含む 「独立学校」 が 「公立学校 の所属す る教育 体系 とは全 く別個 の世界」を構

成 したまま現在 に至 ってい る。 これ こそ,教 育 の平等 を唱え る人 々か ら,今 日なおパブ リッ

24)
ク ・ス クール が「階級的分裂 を助 長す る苗床」として激 しい非難 を浴せ られてい る制度上 の原

因 に他 ならない。 パブ リック ・ス クールがイギ リス社会 において,い かに特権 的 ・階級 的 ・

閉鎖的教育制度 として機能 してい るかについては,先 の第∬章 に詳 しく見た通 りであ る。 こ

こで因みに,再 び興 味深い数字 を掲 げてお こう。 この国 の閣僚 につい て見れ ば,1963年 の保

守党 内閣のばあいは実 にその92%が,ま た1967年 の労働党 内閣におい ては,42%が パ ブ リッ

ク ・ス クール出身者 である。1966年 の 下院議員 にっいてみる と,保 守 党の77%,労 働 党 の68

%が,さ らに1967年 にお ける 一流商社 の 重役 陣 と 裁判官お よび 勅選弁護士 とにつ いて言え

25)ば

,そ れ ぞれ72%と78%が パ ブ リック ・ス クール の出身者 によって 占め られてい る。 またハ

ンズの指摘す る ところに よれば,各 界 の指導者 の平均66%が,い わゆるパ ブ リック ・ス クー

ルの卒業生 によ って占め られ,う ち62%が オ ックス フォー ド,ケ ンブ リッジ両名 門大学 の出

26)
身 者 であって,し か もこの数値 は,18世 紀 以来 さ した る変動 が 見 られ ない とさえ言 われる。

こうしたイギ リス教育の階級 規定的現状を 打破 しようと して,前 述 の ように1965年 以 来,

27)

労働 党政府 は 「パブ リック ・ス クール を公教育制度 に統 合化す る最善 の方 法」を見 出すべ く,
28)

「第 二次ニ ューサ ム委員会」 を発足 させて,こ れ に具体 的方策 の検討 ・審議 を委 ねたのであ

った。

けれ ども同委員会 は,「 パ ブ リック ・ス クール」を現在 のま ま放置す るな らば,イ ギ リス社

会 の階級 的分裂 は消滅 しないであろ うとい う,先 に紹介 した ごとき一 見 ラデ ィカルな見解 を

示 しなが らも,そ の実,68年4月 に発表 されたr第 一次報告書』(PublicSchoolsCommission

FirstReport)の 勧 告 内容 その ものは,大 方 の予想 を裏切 って,全 体 として極 めて折 衷主義 的

29)
性 格 が強 いのである。 そこで は,前 章で考察 したご ときパ ブ リック ・ス クール の内蔵す る根

23)D.Jenkens,助 〃σ偽2α η4Eκoθ 〃勿oθ,1961,p.122.

24)Glennester&Pryke,op,cit.,p.7.

25)A.Gri仔iths,op.cit.,p.82.

26)N.Hans,`IndependentSchoolsandtheI♂iberalProfbssions',η 重θ}セ αrうooんqズ 肋oα'如 η,

1950,pp。219-238.

27)、 肋 π5αr4独(HouseofCommons)PorZ∫ α1ηθ痂 α7ッDθ ゐα'ε3,D㏄.22,1965,p.2108.

28)本 稿 第 工1章 註(12)を 参 照 。

29)CfL77η2θ3肋 απ∫oπα15岨 ρ1θη3θη',26.July,1968;1V2}ヅ}りrん π 〃～θ3,28.July,1968.
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本問題 につい ては,直 接 これ と取 組む ことが意識約 に避 けられ,例 の イギ リス流の漸進主義

に従 って,「 時間 をか けて」 実 質的にパブ リッ ク ・ス クール の特権的 ・閉鎖的性格 を除去 し

てゆ く方途が慎重 に検 討 されてお り,そ の意味で は,問 題 の倭少化 ない し掬 り替 えが行 われ

てい ると言 って も過言で はない。 とい うのは,同 報告書 が しき りに 「輿論 の趨勢」 を説 き,

これ に逆 って パブ リック ・ス クールを廃止す ることは不可能 であ るとの暗黙 の前提 を示 唆 し

つつ,む しろ 「現下の イギ リス社会 に充 満 してい る寄宿制教育(boardingeducation)へ の要

求」をパブ リック ・ス クールが今後いかに 「吸収す る」(absorb)か とい う問題 の方 に注意 を

振 り向 けてい るか らで ある。 か くして,主 に現 象面 の問題解 消に照準 を合せ て打 ち出された

のが,大 略次 の五つ の基本指 針で ある と言 って よい。

1)「 寄宿制教育 に対す る広 汎な要求」 に応 え るため,社 会階層の点か らも能力水準 の点か

らも多様 な児童 をパ ブ リック ・スクール に入学せ しめ,適 当な比率 にお・い て,生 徒 の社

会的な らびに能力的構成 を 「調整混和」(mix)す る道 を開 くべ きこと。

2)パ ブ リック ・ス クールが 「今 なお・有 している ところの,社 会的差別 を惹起せ しめる特別

の影 響力」 を縮少すべ きこと。

3)「 パブ リック ・ス クール生 徒の間で 現在達成 されてい る高い学業水準 を,さ らに広範囲

にまで拡 大せ しめ る方 向を促進すべ き こと」。

4)「 両親 の収入 の如何 に関わ らず」児 童に門戸を開 くべ しとい う原則が,パ ブ リッ ク ・ス

クールに も 「漸進 的に適用 され るよ う」保証すべ き こと。

5)「 か くして,パ ブ リック ・ス クール部 門が,公 立学校部門に対す る国家の政策にますま

す副 い(conformwith)う る よう」諸条件 の整備 を進め るべ きこ と。

同委員 会が右 の ごとき指 針に基いて提言 してい る全十項 目にわた る主要勧告の うち,本 来

の 目的であ る 「統 合化」 に関 して特 に重 要 と思われ るものの内容 は,次 の五 点に要 約 して示

す ことが で きよう。

1)「 統 合化」計画に賛 同す るパ ブ リック ・ス クール は,寄 宿制教育 を必要 とす る公立学校

生徒 を漸次入学せ しめ,計 画実施後7年 以 内に定員 の少 くも半数 を彼等 に開放すべ きこ

と。

2)こ れ ら 「公費生」(assistedpupi1)と して選抜 された生徒 の授業料及 び寄宿料 は,各 地

方教育当局(LocalEducationAuthority)が これを負担す べ きこと。

3)統 合化に よるパブ リッ ク ・ス クール の新生 を助 け促す 「産婆役」(mid-wife)と して,

教 育 ・科 学大 臣直轄 の 「寄宿 学校公 社」(BoardingSchoolsCorporation)が 創 設 され,

これが必要 なあ らゆ る法 的 ・行 政的措置を講 ず ると共 に,計 画促進 のため各パブ リック

・ス クール に対 して 「協議 と説得・」(negotiateandpersuade)に 努 め るべ きこと。

4)「 公 費生」 の選抜 と配置に関 しては,「 寄宿学校公社」 の指導 の もとに,各 地方教育当
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局が 「社会的 な らびに教育的観点 に立 って」 これを行 うべ きこと。

5)同 公社 は,寄 宿 学校 の数 ・規 模 ・配置等をは じめ,管 理運 営や財政補助,公 立 学校 と

の連繋,カ リキュ ラムの改善,教 員 の交換等 々に関 して,全 国的視野か ら適 切な方針 と

計 画を立案 し,こ れに基 き地方教育当局間 の広域的調整共 同機構(regionalconsortia)

に対 して必 要な助言 ・指導 を行 うべ きこ と。

大雑把 に言 えば,ニ ューサム を議 長 とす る 「パブ リック ・ス クール委員会」 の具体 的提案
30)

内容 は,以 上 をその骨子 とす るもので ある。

してみれ ば,こ れは既 に1953年 に労働党 々首 ゲイ ッケルが,パ ブ リック ・スクール を即時

撤廃すべ しとい う同党左派か らの強 い要求 を拒否 した際に示 した反対提案,す なわち定員 の

50%開 放 とい う案 を,基 本的 にはそのまま踏襲す るもの に他 ならない。 しか も,そ れ よ り更

に10年 湖 った1943年 に,「 パ ブ リック ・ス クール と ……一般 の公教育体系 との間の 連合 を発

展 ・拡 大させ る措置」(meanswherebytheassociationbetweenthepublicschoolsandthe

generaleducationalsystemofthecountrycouldbedevelopedandextended)に っ いて審議

し樋 称 「フレ ミング委員会」(FlemingCo㎜ittee)の 提 案 内容 と比べ てみて も,そ の発想

の本質 にお いて は一歩 も出て いない と言わ ざるを得 ない。 とい うの も,イ ギ リス政府 が最初

にパブ リック ・ス クール問題 と取 組む姿勢 を示 した同委 員会 でさえ,夙 にその開放 の必 要性

31)
を認 め,そ の率 を最小 限25%と す る一 案を提示 して いたか らで ある。 それ ゆえ,今 回の 「パ

ブ リック ・ス クール委員会」 の提案 は,新 らた に 「寄宿学校公社」 案 を付け加 えた点を除け

ば,公 教育 制度 との 「連 合」(association)と い う古い表現 を 「統 合化」(integrating)と 改 め

る とともに,開 放率 を25%か ら倍 の50%に 引 き上げた点 に,新 味 とは言 えぬ量 的な進歩 が見

られ るに過 ぎず,主 要 な勧告 内容 に関 しては,本 質的 にそれ は25年 前 の焼 き直 しで ある と言

って過言で はない。

「パブ リック ・ス クール委員会」 の この ような消極的態度 につ いて
,あ る論者 は最近著 に

おいて,次 のような手厳 しい論評 を加 えてい る。すなわち 「(公教育制度への)統 合化 とい う大

問題 を,た だ単 にパ ブ リック ・ス クール の定員数 を半分 開放 し,教 育 的な らびに社会的 に不

利 な条件 におかれていて十分 な能力 の伸長 を期 しえ ない児童 たち に対 して,そ の空席 を分 ち

与 え るとい うことだけで解 決 を図 ろうとい う同委員会の主 張 には,な にが しか誠 実 で な い

(disingenuous)態 度 が窺 われる。 パブ リック ・ス クールが,例 えば大都会 の権威 ある大学

に代 るべ き地方 のセ ンターと して,あ るい はまた成人 教育 のためのカ レッジと して,そ の第

30)C£Pめ1∫c3c乃oo1σoη2η2∫ ∬∫oπ 」階5!R印oπ,op.cit。,Vol,1,P.vii,paras.1-29,156,210,

224一 一5,233一 一41,253,264,272,278-9,293,295,296一 一7,312,314,321,327-9,417,441-3,

451-2,463-5,470.

31)BoardofEducation,7乃 θ 、Pめ1ゴc5伽oZ3α 〃4'乃 εGθ ηθrαム砒 〃oα'醜 α13ア3'6η3,H.M.S,0.,1944,

para.178(p.66)
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6学 年 次 を活用 させ る道 が 他 にもあ り得 るのでは ないか とい う如 き,最 近 とみに見 られる示

唆的提案 に対 して,同 委員会 は検討 してみ る姿勢す ら示 してお らず,あ くまで も諮問事項 の

狭い範囲 に踏み とどまろう としてい る。厳 しく言えば,こ れはパブ リック ・ス クール撤廃論
32)

に対 して,予 め慎重 な防禦線 を構築 している とも解 され るので ある」 と。

事実,こ の報告書 を通覧 してみ ると,謂 うところの 「不誠 実 な姿勢」 が屡 々散見 され るの

であ る。例 えば,パ ブ リック ・スクール の即 時撤廃 について輿論 は決 して支持 を与 えないで

あろ うと,殊 更 に繰返 されてい るだ けで はない。 さ らに,実 証 的研究 を踏 まえて,従 来 のパ

ブ リック ・ス クール が継承 して きた排他 的 ・特権 的工一 トスの払拭 を訴 えるT㌔R.ラ ンバー

33)

トらの真面 目な警告 に対 して さえ,こ れ を 「誇張」 として素気 な く斥 け,ま してや諸他 の撤

廃論 に対 しては 次の ように膠 もな く一蹴 し去 っている。 日 く,「 パ ブ リック ・スクール の特

権 を剥奪 しよ うとして,世 の才子た ちが企むか も知れ ない ……ゲ リラ戦 的な……あ らゆる形
34)

態 の追放 論」 に対 して は,厳 しくこれを排すべ きである と。

ところで,右 の ような報告書が発表 され るや,そ の折衷主義的性格のゆえに,パ ブ リック

・ス クールの撤廃論 と存続論の両陣営か ら激 しい非難 が浴せ られたのは蓋 し当然であ ろう。

しか し,そ れ ら極端 な議論 は別 として,こ の問題 に関 して終始冷静 な客観的立場 を堅持 して

いる 「タイムズ」紙 の論調 をみて も,実 際に はパブ リック ・ス クールが,や がて衰退 して 自

35)

然 消 滅す るのを静観 して待つ とい う結論以上 には,何 ら積極的 ・建 設的提言 は見 当 らない。

しか も更に不思 議 なことに は,パ ブ リック ・ス クール の 「統合化」問題 を諮問 し,か つその

第一次 答申を受 けた当の労働 党政府 さえ,政 権担当中,こ れに対 して何 ら格別 の具体 的措 置

は講ぜず,等 閑に附 したままだ ったのであ る。 この問題 に対す る労働党政府 の消極 的態度 に

っいて,「 ニュー ・レフ ト」誌 の編集者 たちは次 の ように批評 してい る。 「イギ リスの教育 再

編成 に関す る幾 多の議論 の只 中にあ りなが ら,イ ギ リスの教育 が依 然 としては っきりした階

級 的境 界で区画づけ られてい ることを忘れて はな らない。 パブ リック ・ス クールは,労 働党

によ って安全 な距離 か ら慎 重に眺め られてい るだ けで ある。 労働党 はパブ リック ・ス クール

に全 く改革 を加 えていない。上流 階級 の強化 と中産 階級の希 望 に奉仕す るこの広 汎な私 的教

育部 門が存在す る限 り,古 ぼけてはいるが未 だ強力 な支配 階級 の意識 と幹 部要員 は生 産され

続 けるであろ う。労働党 政府 は,そ れ に立 ち向 うための理論 的武装 を欠 いたまま……愚か し
36)

くも この問題 を等 閑視 してい るので ある」 と。

32)A.Gri任iths,op.cit.,p.85.

33)T.R.Lambert,J.Hipkin&Sta価,Nθw肪 ηθ 功0〃Bo∫'1θ3～,1968.

34)P〃 わ1'c50乃ooなCoη1η2'∬ ゴoπ17r3∫1～qρoπ,oP.cit.,para.13.

35)CfLπ 〃283」日冨配oα∫如 ηζz15「㎎ ρ」θ〃昭〃',26.July,1968,p.188。;13.Sep。1968,p.453。

36)ペ リー ・ア ン ダ ー ス ンー ロ ビ ン 。 ブ ラ ッ ク バ ー ン(佐 藤 訳),「 ニ ュ ー ・ レ フ トの 思 想 」,〈 日本 訳

へ の 序 文 〉,昭 和43,7頁 。 な お,訳 文 に 筆 者 が 多 少 の 修 正 を 加 え た 。
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これ らの事実 が全 て端 的に物語 る ところの ものは,パ ブ リック ・ス クール制度 が,・ 今日な

お如何 に牢 固たる階級 的基盤 の上 に成 り立 ってい るか とい うことである。 しか も,よ り重要

なのは次 の点である。先 の 「パブ リック ・ス クール委員会」 の提案 に従 って,こ の種 の学校

の特徴 たる寄宿制教育 の50%開 放 が仮 りに実現 され た として も,そ れ によって もた らされ る

教育機会の拡大 は,直 ちに階級性 の打破 を意味す る ものでは決 してない。 階級的利害 を反 映

す るパ ブ リック ・スクール の存在 自体 が否定 されない限 り,却 って それ は,既 存 の階級 的秩

序 を温存せ しめる安全弁 としての役割 りを果す ことになるであろ う。

(5)

と ころで,1944年 の教育法 が生 み残 した一 否,よ り正確 に は,新 らたに生み落 して しま

ったいま一 つの問題 について も,こ こで若干 の 考察 を加 えてお きたい。 その 第二 の 問題 と

は,公 立 中等教育部 門内 に澄け る,先 述 の ごとき三種の異 る学校類型(「グラマー」「テクニヵル」

「モダーン」)に よる 「三課程別制」 と,そ れ に密接 に結 びつ く 「11歳 時の試験」 であ る。 この

知能 テス トと国語(作 文)。 算数 の学力 テス トか らな る試験の 目的 は,法 文 規定 に よれば 「能

力 と適性 に応 じて」(accord孟ngtoabilityandaptitude)児 童 を右の三つ のタイプの中等学校

のいず れかへ 選別す るにあ り,従 って三種 の学校 は,そ れぞれ 「同等 の地位」(par孟tyof
37)

status)に あ るもの と規定 されてい る。 しか し,こ の 「11歳時 の試験」が意味す る ところは,中

等教育の入 口で行われて しまう実質上 の社会的選別で あ り,事 実上 ターナーの所謂 「スポ ン

サーつ き選別」で ある ことは,す で に前章で論 じた通 りであ る。 大学進学課程 とみなされる

グラマー ・ス クール(全 国平均では上位20%強 が進学)と,よ り大衆的で,カ リキュラムに職業

訓練 も加味 され るモダ ーン ・ス クール(下 位約75%)と,工 業 ない し農業部 門にお ける職業教
38)

育 を 中心 とす るテ クニカル ・ス クール(そ の他約5%)と の 間に,事 実上 の格差が存在す るの

は否定すべ くもない。 この三分類 は,実 は1926年 のrハ ドウ報告書』には じま り,38年 のrス

ペ ンス報告書』 お よび43年 のrノ ー ウ ッド報告書』(NorwoodReport)を 経 て,44年 の 「バ

トラー教育法」へ とそのまま継 承されて きた 便宜 的分類法 であるが,そ れは一方 で,従 来 の

誤 った固定的能力観 ・生得的知能観 に依拠す るものであ った と同時 に,他 方,明 らか に,階

37)こ の 「11才 時 の 試 験 」 は,実 質 上,中 等 教 育 にお け る 多 様 化 な い し課 程 分 化 を決 定 ず け る もの に

他 な らな い が,そ れ は 初 等 教 育 に も当 然 は ね返 り,基 礎 教 育般 階 に お い て も能 力 別 編 成 に よ る所

謂 「ス トリー ミ ン グ」(streaming)が 一 般 化 し,あ る 論 者 に よれ ば,イ レ ブ ン 。プ ラス 以 前 に,

す で に セ ブ ン ・プ ラス で児 童 の 将 来 が 決 定 され る と さえ 言 わ れ て い る 。(E.P.Vemon,3θcoη 伽Fア

5c乃oo158桑 ～c'如η,1957,pp.42-3.)

38)法 規 上 は,い わ ゆ る 「転 校」(trans免r)が 認 め られ て い る もの の(3βcoπ 伽 アァE伽cα'∫oη ルr・4"一 α

NθwD7∫yθ,Cmd.604,para。,20.),事 実 上 三 種 の 学校 間 の生 徒 の 移 動 は殆 ん ど な く(M.V.C.

Je蹟eys,跣 θ 〔1ηめ,(ゾ 石磁cα∫'oη,1966,pp.14-5.),1960年 度 大 学 入 学 者 中,モ ダ ー ン ・ス クー

ル 出身 者 は 僅 か に10名,全 体 の0.1%に 過 ぎ ない 。(肋cα'`oπ ∫η1960,Cmd.1439,pp.206-7.)
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39)
級規定的現実との妥協的産物だったのである。 なぜなら,11歳 児の知能や学力を規定する主

要な要因は,家 庭の経済的 ・文化的環境であ り,し かもそれは社会階層の差異 と密接 してい

るからである。それゆえ,11歳 時の試験は,児 童 自身の能力 と適性の客観的検査ではありえ

ず,む しろ実質的には,そ の家庭的背景ない し所属社会層の文化的差異をテス トすることに
40)

なるか らである。か くして,11歳 時における 「能力 と適性 に基 く選別」 という原則は,学 校
41)

間の 「地位の同等」 という 「珍妙きわまる教説」 と相い侯 って,あ たか も教育機会の平等が

実現されたかの幻想を人々に抱か しめ,実 際には却って,階 級的固定化を助長する結果を招

いている。「総合制中学校」 運動の有力な指導者P.ペ ドリが言う次のごとき一見極論 も,そ

の意味で正鵠を射た発言 と言わざるを得まい。 「1960年代のイギ リス社会は,デ モクラティ

ックではなく,ア リス トクラティックである。 この国における教育制度の本質が完全に理解

されるべ きなら,こ のことこそ重要な事実なのである。 ……現在大多数の市民たちは,平 等
42)

の存在など信 じていない。彼 らが望んでいるのは,不 平等になるための平等な機会である」。

1944年 の改革以降,か えって公立中等教育部門の内部で生 じ来たった右のごとき険路を打

開するため,先 の労働党政権が1965年7月 以来,政 府の重点政策の一つ として積極的に計画
43)

の実施を推進 しはじめたのが,他 ならぬ公立中学校の「総合化」だったのである。すなわち,

従来の三課程別制を排除し,各 学校間の格差を解消するとともに 「11歳時の試験」を廃止 し

て,公 立中学校をすべての児童が入学す る 「総合制中学校」へ と切 り換えてゆ く「総合化」計

画は,教 育の機会均等の確立 と,そ れを通 じての階級性の打破とを目指すものだったのであ

る。今 日のイギ リス人にとって,学 校間の格差とは,そ のまま社会的平等の欠如を意味 し,

39)H.C。Bamard,.4、 研3'oり2げ 石㎏Z涌 肋oα ∫∫o〃ノ}oη21760,1961,p。328.

40)か つ て は 客 観 的 に 測 定 可 能 と考 え られ て い た1.Q.が,実 は児 童 の所 属 す る社 会 的,経 済 的 階 層 の

違 い か ら大 きな影 響 を受 け る こ と,と くに家 庭 の言 語 習 慣 の 相 違 か ら著 しい 差 が 生 ず る こ とを実

証 的 に 指摘 した注 目すべ き研究 と して,B。B.Bemstein,`SocialClassaRdL,inguisticDevelop-

ment:ATheoryofSocia1Learning',1{alsey,Floud,Anderson(ed.),op.cit.,が あ る 。 その

他,A.H.Halsey,肋 ∫1"ア侃4肱cα ∫'oπα1(ルρo〃耀 妙,i961,p.17;J.Vaizey,肋cα"o〃 ∫π'乃θ

M∂ 礁7〃 肋 γ`4,1967,pp.166飢 な ど を参 照 。

41)J.D.Koerner,R⑳ ηηゴπ肋cα'∫o刀,1968,p。41.

42)P.Pedley,跣 θα 遡ργ餉 θ〃∫∫yθ5c乃oo1,1963,P.11.

43)中 学 校 の 「総 合 化 」 と は,こ の 運 動 の指 導 者 ペ ド リー に依 れ ば,元 来11才 の 時 点 で 課 せ られ る試

験 の 成 績 に よ って,児 童 が それ ぞれ 三 種 の異 る 範 躊 の 中学 校 に 振 り別 け られ る 時期 が 早 や す ぎ る

との反 省 に立 ち,「 初 等 学 校 と同 じ目的 の もと に,そ の総 合 性 を更 に延 ば して,同 一 地 域 の11才

か ら15才 ま で の 全 児 童 に対 して,希 望 者 に は さ らに18才 な い し19才 ま で 」 同 種 の 教 育 を施 す こ と

を 目的 とす る もの で あ る,と 言 う。(Pedley,oP.cit.,PP.23f)つ ま り,す べ て の 児 童 に共 通 の

教 育 を,よ り長 期 間 提 供 しよ う とす る もの で あ る 。 なお,「 総 合化 」 を め ぐる 諸 問 題 の整 理 と し

て 有 益 な の は,A.Griffiths,oP.cit.,Chs2,3,5,6,7;山 内太 郎 「総 合 制 中 等 教 育 の 展 開

(イ ギ リス)」(第 一 法 規 「教 育 学 叢 書2」,昭42,所 収)米

公 立 中 等 学 校 の 「総 合 化 」を重 点 政 策 の一 っ と して取 上 げ た前 労 働 党 政 権(1964年10月 発 足)は,

各 地 方 教 育 当 局 に 対 す る政 府 「通 達 」(Circular)を 通 じて,こ れ を積 極 的 に推 進 す べ く努 力 して

きた が,そ の 普 及 率 は 伸 び悩 ん で い る。1970年 現 在,何 らか の形 で総 合 制 を採 用 して い る 中学 校

に 在 籍 す る児 童 数 は,ま だ 全 体 の31%に しか過 ぎ な い 。〔C£C.Bem&B.S圭mon,伽 ゲ 肋 ア

跣 θrθ,(ReportontheBritishComprehensiveSchoolRefbrm),1970,Tb1.4-1,p.58.〕
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そ して この問題 こそ,「 総合制」中等教育 をめ ぐる種 々多様な論争 の核 心 で あ る と言 って よ

い。便宜上,そ の多岐 に亙 る論争の 内容 を整理 して箇条的 に挙 げるな らば,教 育 内容 の分化

と統合,教 育課程 の多様化 と共通化,早 期選別 と 「で きるだけ遅 い選別」(laterand董ater

select童on),ま た 「"選別"よ りも"進 路分化"」(``di価rentiation"ratherthan``selection")等 々

の問題,あ るい はまた,教 育 の質 の尊重 と平準化,個 性 の伸長 とその画一化 との調整,さ ら

には 「11歳時試験」 の客観的妥 当性お よび唯一 の試験成績 に よる経歴決定 の当否,小 学校 に
44)

お け るス トリー ミング,詰 め込 み式受験勉強 と過 当競争 の諸弊害等 々,実 に枚挙 に 暇 が な

い。 「総 合制」へ の移行 を め ぐって 各所で戦わ されて きた これ ら教育上 の幾 多の論議 も,本

質的 には畢寛,古 くか らの 「平 等」 に関わ る論争 の一部 なので あ り,「 階級」 をめ ぐる問題

の一変形 に他 な らない ので ある。

(6)

以上のように見て くると,1944年 の教育改革が後に残 してしまった第一の問題 も,ま た新

らたに生み落 して しまった第二の問題 も,本 質的には同一の連関に立つものであることは明

らかである。すなわち,そ れ らは共に,畢 寛は 「階級」の問題であり,「平等」に関わる問題

なのである。 先にも述べた通 り,1944年 の改革は,階 級構造を直接に反映 していた 従来の

「複線型」 教育制度を打破 し,「 中等教育を全ての国民に」 提供することによって,「 単線

型」の国民教育体系を開拓 した点で,た しかに1870年 の初等普通教育法施行以来の画期的改

革 と称せ られてよい。 けれども,こ の教育改革が まさに改革の基軸 とした 中等教育 に関し

て,後 に 「生み残 し」てしまった問題,一 否,よ り厳密に言えば,改 革本来の精神 とは裏

腹に糊塗 してきた問題が,そ の必然的帰結 として今 日あらためて再燃 してきたのが,他 なら

ぬパブ リック・スクールの 「統合化」問題なのである。他方また,1944年 の教育改革におい

て採用された 「三課程別制」が,本 来改革の核心を構成すべ きはずであった公立中等教育部

門の内部にまで,か えって階級的分離主義を持ち込んで しまったという意味で,こ の改革が

新 らたに 「生み落 し」てしまった,あ るいは 「再生産」 してしまった問題が,昨 今やは りそ

の必然の帰結 として,公 立中学校の 「総合化」問題 という姿をとって現出 してきたと解釈で

きるであろう。

このように,現 在のイギ リスにおける中等教育再編成の二つの主要課題は,と もに1944年

教育改革の不徹底 の故に,そ の本来的趣旨か らは似ても似つかぬ謂わば 「鬼子」 として生み

成 された問題に対 して改めて正面か ら取組 もうとするものであって,本 質的には古 くからの

「階級」 と 「平等」をめぐる問題の解決を目指す ものに他ならない。 このことを理解す るな

44)各 議 論 に っ い て は,H.L.Elvin,E伽oα ∫∫oη 伽4Coη ∫θ〃零ρomゆ30c'θ り・,1965,Pt.

Griffiths,op.dt.,Ch.2を 参 照 。

皿;A.



「平 等 」 問題 と して の パ ブ リッ ク ・ス クー ル 317

※
らば,前 労働党 政府 が重点政策 と して,公 立中等学校の 「総合化」 を積極的 に推進す ると共

に,他 方パブ リック ・ス クールの 「統 合化 」 にも着手 しようと した意図 は自ず と明 白であろ

う。けだ し公教育 部門 におけ る中等学校の 「総合化 」 を全面 的 に促進す るのみな らず,そ の

枠 外に立 って別個 の閉鎖 的 ・特権 的な私 的教育 部門を構成 してい るパブ リック ・ス クールを

も,同 一 の公教育体系 の申へ と 「統合化ゴす る ことは,教 育機会 の均 等化 を通 じて階級 の解

消 と社会 的平等 の達成 を 目指す以 上,論 理的に も実際的に も必 然的要請 た らざ るを得 ないか

らである。

しか し,パ ブ リック ・スクール は,現 在 の ところ全 く安泰 のように見え る。最近数年 間に
45)

つ いて みて も,パ ブ リック ・ス クール は 「明 らか に可成 りの需要 と繁栄 を亨受 している」 と

言われ る。わ けて も,第H章 で考察 した所謂狭義 のパ ブ リック ・ス クール86校 に関 しては,

年 平均1～2%の 率 で生徒数 の増加が見 られ,し か も,旧 態依然 たる 「パ ブ リック ・ス クー

ル方式」 に則 って新設され る学校 も後 を絶た ない。 しか も,こ れ ら新設 ない し拡充改組 され

た学校 のうち,ア ボ ッッホーム,ク ウィー ンズ ・カ レッジ,セ ン ト・ジ ョ ージズ ・カ レッ

ジ,テ ッ トゥンホール ・カレッジなどの校長 は,こ こ数年間の うち に,上 述の 「パ ブ リック

・ス クール校長協議 会」 に加 入を許されてい る
。

こうした好況を背景 に,「 校長協議会」 は1964年 に機 関紙 『コンフ ァレンス』 を創刊 した

が,そ の発刊の辞 に日 く,本 誌 は,

「……われわれ相互 の利 益のた めに,ま た,よ り広い読者たちの利益のた めに,わ れわ

れの学校 の諸 活動 が競 って誇示 され るような場(arena)を 提 供す るものであ る。また,

将 来 に関す る われわれの見解 を 披渥す る とともに,わ れわれに対 して 行 われ る悪 意あ

る,不 正確 で偏見 に満ちた攻 撃に対 して,断 乎 た る回答 を与 え うる場 を提 供す るもので
46)

あ る」 と。

ここに端的 に示 されてい るご とき,パ ブ リック ・ス クール代表者 たちの ミリタ ン トとも言 う

べ き高姿勢 とそれ を支 える 輩固 な自信 の由 って 来 た る根拠 は,一 体 どこに あ るのであろ う

か。 それ について は,「 校長協議会」の規約 に明示 されてい る 次 のご とき誇 らしげな文章が

代弁 して くれ るで あろう。

「(本協議会加入の)適 格性(eligibi胱y)は,… …当該校 に訟いて 達成 され てい る学業水

準 の如何 に依 る。 それ は,G.C.E.の``0"レ ベル以上 の教育課程 を追求す る第6学 年
47)

次 在 籍生徒の比率 によって,っ ま りは,大 学 に進学 した卒業 生の数 によって示 され る」。

45)Wakeford,op.cit.,p.24.

46)Eeadmasters'Conference,Coψ アθπcθ,EditorialVo1.,no.1,1964,P.4.な 訟 同 号(P.3)に は

パ ブ リ ッ ク ・ ス ク ー ル に 対 す る 悪 質 な 中 傷 の 例 と し て,A.Sampso賦,!望 槻'o配 ア(ゾBr∫'α 功.1962

な ど が 名 指 しで 挙 げ られ て い る 。

47)7施 θJP灘δ1∫cα〃4Pr{ψ αアα'orア56乃ooJ5}セ α7わooん,1963,P.3.
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パブ リック・ス クール に診いて成就 されてい る教育 の質 の高 さを,こ の ように誇示 してい る

校長 たち の自負 と自己満足 に接 し,ま たそれを裏づ け るべ き先の(本 稿第皿章②節に見たごとき)

諸 事実 を改 めて想起す る とき,今 世紀最後 の25年 間に,真 の 「機会均等」(equalityofoppor・

tunity)が 万 人 に保 証 され るような,「 開か れた教育制度」 に よる 「開かれた社会」が必ずや

48)

到 来 す るであろ うとい う,か のヴ ェィ ジィの推計 学的予測 も甚だ しく疑 問 に思 われて くるの

※
である。実際は,中 等教育 の再編成問題 に関す る小著 をご く最近発表 したA.グ リフィスの見

解が,最 も当を得た もの と言え よ う。 それを ここに紹介 してお・きたい。 「今後 も長 年の間,

パ ブ リック ・ス クールは依 然 と してエ リー トのための学校 と して ,そ の支 配的役割 りを失わ

ない であろ う。現在 のよ うな形 でエ リー トが存在す る限 り,そ して望 むがままに金 銭を費 し

うる人 々が存在す る限 り,こ の自由な社会 に澄いて如何 にす ればパブ リック ・ス クールが廃

止 され得 るか一 否,如 何 に して 比較 的近 い将来 において,こ れの公 教育体系へ の統 合化 が

49)
実 現 され得 るのか,実 はその見通 しさえ 目下 の ところは立 ち難 いのである」。

IV.「 教育 に訟 ける平等」 の諸問題

(1)

か つ てイギ リス教育制度学 の権威デ ン トは,1944年 法 に よる教育改革 を高 く評価 して次 の

よ うに書 いた。「今 日までイギ リスの歴史 全体 を通 じて不動であ った伝統,す なわち,初 等

段階以上の教育 は……支配的 エ リー トのために温存 され てい る特権 であ るとい う伝統 か ら,
1)

今 や最 終的に訣別 した」 と。 た しか に1944年 の改革 は,「 中等教育 を全ての 国民 に」 開放 し

た。 しか し,そ の意味で正 に改革 の要石 とも言 うべ き中等教育 をめ ぐって,図 らず も 「生み

残 し」かつ は新た に 「生 み落 し」 て しま った二 っの問題のゆえ に,す なわち,パ ブ リック ・

ス クール とい う私 的教育 部門の存在 を 許容す る とともに,公 教育 部門 に 「三課程別主義」

(tripartitism)を 導 入 した ことに よって,却 って社会的不平等 を促進 し,階 級的分離主義 を

拡 大再生産 して しま う結果 となった。1944年 以 来教育 の機会 は確 かに拡 大され,現 在,16歳

ま での全て の青少年 は学校教育 の愚恵 に浴 してい る。けれ ども,こ の ような制度上 の整備 は

却 って,学 校教育 とい うチ ャンネルを通 らぬ限 り社 会移動 を殆ん ど不 可能 なまで に制限す る

こ ととな り,そ のさい 「パ ブ リック ・ス クール」 と 「三課程別制」 とは両 々相い侯 って,実

質上,社 会的不平等 を一層尖鋭化 し恒 久化 させ る結果 を招いてい る。 その意味で,次 のご と

48)Vaizey,E伽cα"oη プわ'2b用oπow,op.cit.,p.18.

49)A.Griffiths,oP.cit。,P.87.

IV.

1)H.C.Dent,Grow魚 融 石伽cα!∫θπ1946-1952,1954,p.67。
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き一論者 の慨嘆 も,決 して単 なる誇 張 とは言 えまい。す なわち,今 日の イギ リス に澄 ける教

育機会 の不平等 は,そ の 「可視性」(visibi】ity)は 減 少 した ものの,実 際には 「今 なお顕著 な

まま残 ってお り」,「 階級の消滅 な ど,所 詮 は現代 の神話(thewitheringawayofclass-a
2)

contemporarymyth)」 をこす ぎない。

しか し1944年 当時 にあっては,否 この改革 の前 後少 くも10数 年間 は,こ のよ うなペ シィミ

ズ ムは予想だ にされ ぬ ところで あった。先 に見 た ごとき(第皿章(1)お よび(3)節)高 適 な理想

と国民的期待か ら誕生 した新 しい教育制 度は,教 育 機会の平等化 と階級意識 の解消 を必 らず

や 実現す るもの と,誰 しも信 じて疑 わなか った。 イギ リス人 は一般 に,こ の新教育制度 に托

した 自 らの夢 と願望 にむ しろ酔 っていた とも言 え よう。そ う したオ プテ ィ ミズ ムの一端が,

例 えば右 に引いた1954年 のデ ン トの発言 に も窺われ ることは否定 し難いが,実 はそこに,大

きな,し か も本質的 な陥穽 が潜 んで いた と言 え るので はなか ろうか。す なわ ち,中 等教育 の

開放 を基軸 として教育機会 の平等 と社会 的平等 の達成 が 目指 された にも拘 らず,改 革 に当 っ

て 「平等」 の原理 について の論理的把握 が閑却 されたまま,制 度 的整備 にのみ関心が集 中さ

れた ところに,こ と志 とは異 り,結 果 的には先 に指摘 した ごとき二 つの不平 等の 「鬼子」 を

生 み成 さざ るを得 なか った,真 の根本原 因が胚胎 していたのではないだろ うか。

前章 のあ る個所で,「 平等」 を指 導理念 と した1944年 教 育改革が,「 その不 徹底 のゆえ に生

み成 した」のが,所 謂二 っの鬼子 であ った と述 べておいた。 しか しその際の 「不徹底 」 と

は,実 は,改 革の具体的実施過程 にお ける中途半端 とい う意 味で はない。 よ り原理的 ・論理

的次元 において捉え るべ き問題 が,そ こには指摘 され うるように思われ る。 けだ し,改 革 の

根本 前提 た るべ き一般的原理 としての 「平等」原 理 について,果 して十分 な論理的反省が加

え られたか否 か,甚 だ疑問だか らで ある。っ ま り,実 施過程 よりも寧 ろ論理過程 にお ける不

十分 ない し不徹底 こそ,今 日あ らためて中等教育 再編成 の二 大課題 を惹起せ しめて くる最大

の要 因だ った と言 い うるので はあ るまいか。今や その問題 が次 に論 ぜ られねば ならない。

(2)

少 くも1944年 前 後の イギ リスで は,教 育 には異 るカテゴ リーの ものがあ って当然であ り,

む しろそれは必要 であ るとい うのが,一 般的常識であ った と言 って よい。す なわち,社 会 に

はそれ ぞれに異 るタイプの児童 がお り,そ れ故 それ ぞれ に適 した異 る型 の教育 があ って然 る

べ きで あ り,異 る教育 は,そ れぞれ異 る型の学校 において与え られ るべ きだ と考 え られてい

3)
た。 とい うの も,等 しか らざ る者 が等 しか らざるよう取扱 われ るのは至極道理 に適 った こと

2)F.H.Westergaard,`TheWithe血gawayofClass-AContemporaryMyth',乃 職 騰

30c∫ 彦鷺5〃z,op.cit.,pp.87-90,104.

3)R.S.Peters,.E励 記5α η4、面躍κα～'如π,1966,p.132.
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と,当 時のイギ リス人 には考 え られていたか らであ る。 しか しそれ は,決 して 「平等」が無

視 され てい た ことを意味 しない。否,そ こには明確 な平等へ の志 向があ った。 つま りそれは,

・公正、 伽m。ss)な い し ・配分 的礒 、(di、t,ib。ti。,」。、、ice)と して の韓 が 目指 され てい

た のに他 な らない。 そ して この一般 に承認 されていた 「配分 的正 義」 の観念 こそ,実 は 「パ

ブ リック ・ス クール」の存続が容認 され,か つ 「三課程別制」 が導入 された現実的基盤で あ

ると同時に,そ の論理的根拠で もあ ったのであ る。

「等 しきものは 等 しきように
,等 しか らざる ものは 等 しか らざ るよう 取扱 う」(treating

equalsequallyandunequalsunequaHy)と い う配分的正義 は,S.1.ベ ン も指摘す るように,
5)

「平 等」 を道徳的 な らびに社会的 な問題 として考 え る場 合
,も っとも妥当 な原理で ある。 そ

れゆえ,こ の平 等の原理 その ものの論理的形式 的性格 について,後 の行論 との関係か ら して

も,こ こで改めて吟味 してお く必要が あるであろ う。 「等 しきものは等 しきように,等 しか

らざる もの は等 しか らざ るよう取扱わ るべ きだ」 とい う原則 は,言 うまで もな く二つの命令

か ら成 っている。前段 の命令 は同一の カテ ゴ リー内の取扱 いに就 いてであ り,畢 寛 それ は,

「例外 のカテゴ リーがつ くり出され ない限 りは
,い か なる例外 もあ るべ きでない」 と命 ず る

もので ある。後段 の命令 は,異 るカテゴ リー間の取扱 いについてであ り,「 もしも然 るべ き

根拠が あるな らば,人 々を 異 るカテゴ リーに置 く規則が あるべ きだ」 と規定す るものであ

る。 そのさい必然的 に出て くる重要 な問題 は,第 一 には例外 を設 けるための,第 二 には異 る

カテゴ リーを設 けるための,然 るべ き 「適切 な根拠」(relevantground)が 在 るか無 いか,も

し在 る とすれば それ は何か を決定す る ことであ る。 けれ ども,そ のような適切 な根拠 は,配

分的正義 の原理 その ものか らは出て こず,そ れは常 に他 の原 理か ら導かれ ねば な らない。 そ

れゆえ,こ の原理 はあ くまで も,そ うすべ き適切 な根拠 があれば異 る取扱い をすべ きで ある

が,然 るべ き根拠 のない場合 には,人 々に異 る扱 い を受 けさせ るような如何 なる範疇や例外

も決 して設 けるべ きで はない,と い う形式 的命令 を与 え るだ けなので ある。つ ま り,例 外や
6)

異 る範躊 を設け る場合 には,常 に適切 な根拠 を以 ってせ よ,と い う要求 にす ぎない。か くし

て,正 義 ない し公正 の原理 は,そ れ 自体で実質的 ・積極的 内容 を もつ ところの 原理で は決

してな く,単 に形式的 ・消極的 な性格 を もっに留 ま る。 しか し,正 に こう した性格 のゆえ に

こそ,こ の原理が行動や意志決定 に際 して,却 ってその根本 的前 提 と して の一般的形式的原

理た り得 るのであ る。 そ して この ことが,「 人 はすべ て平等 に取 扱わ れ るべ きだ」 とい う

平等 の原 理 を正当化 し得 る根拠 なので ある。か くして,平 等 の原 理が実践 の前提 と して重要

4)Aristotle,跣 ε ハ7coηzαc舵 απE砺c5,V-iii.(TheLoebCL)1947,pp.267-273,

5)S.1.Benn,`Equality,MoralandSocial',翫oγc勿 α伽 げP層 ∂5ρ助 ア,Vol.3,pp.38-9;Do.,
`Justice'

,Ibid.,VoL4,pp.298-9.を 参 照 。

6)C£S.1,Benn&R.S.Peters,50c∫ α1PF加o逝 ρ1ε5αη4∫ 舵Z)θ 御ocア α∫∫c5'α ∫ε,1959,Ch,5.,esp.

p.110.;M.Ginsberg,0〃 嘘 ∫oθ碗 εoc∫の,1965,p,79.
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な意 味を もつのは,実 は 「差異な くば区別立てせず」(nodistinctionswithoutdi価erences)

7)と
い う,こ の原理 の消極 的側面 においてなのであ る。

(3)

「平 等」原理 につい ての以上 の論理的形式 的分析 によ って明 らか にな ったのは
,然 るべ き

「適切 な」(relevant)根 拠 が提示 されない限 り
,す なわち,当 面 の問題 ない し論脈 に 「本質

　 　 　 　 　 　

的関わ り」(relevance)を もつ差異が指摘 され ない限 り,一 切 の区別立 てを行 うべ きで ない と

いうこ とであ る。 この原則 は,平 等 を志 向す る限 り,あ らゆる意志決定 の前提 とな るべ き一

般的原理であ る。 してみれば,教 育機会 の平等 な配分 を目的 としたはず の1944年 の 中等教育

改革が,右 の平等原理 の適用 にさい して論理的一貫性 を欠 いた こと,否,む しろ論理 的に重

大 な矛盾 を犯 した ことは明 々白 々であ る。 それ は言 うまで もな く,公 教育体系 の枠外 に 「独

立 学校」 とい う別 個の範躊 を設定す ることによって,パ ブ リック ・スクール の存続 を許容 し

　 　 　 　 つ 　 　 コ ロ

た ことであ る。なぜな らば,こ れ は明 らか に,適 切 な根拠 を何 ら提示す る ことな しに,例 外
コ ロ 　 の

として特別 の取扱 いの範 晴を設 けた ことに他 ならず,上 述の ごとき平等の原 理が要求す ると

ころ と論理的 に全 く背馳す るか らであ る。 この点 にっいて は しか し,最 早や多言 を弄す るま

で もあるまい。 ここで は,次 の ごときR.S.ピ ー ターズの言葉 を引 くだ けで十分 であ ろう。

「イギ リスにお いて
,(教 育における平等をめぐる)主 た る争点 は,独 立学校 に通 ってい る人 々

の特権的地位 の問題,す なわち,教 育 の最 良の形 態 を経済的 に恵まれぬ人 々に対 して拒む よ

　 　 　 　 　 　 　

うな制度上 の不公正(injustice).の 問 題で ある。 それは,過 去 において も,ま た現在において

8)も

,依 然 として同 じ争点 なので ある」。

ところで,1944年 の 教育改革が,公 教育部 門の内部 に例 の 「三課程別制」 を導入 した こと

も,こ の さい右 との関連で取 り上 げてお くべ きで あろ う。 「年齢 ・能力 ・適性 に応 じて」三

種類の異 る中学校 に振 り分 け られ る とい うのは,一 見 「配分的正義」 としての平等 の原理 に

適 うかに見 え る。政府 白書r教 育 の再建』 において も,中 等教育 の三類型 は,決 して 「程度」

(degr㏄)の 差異で はな く 「種類」(kind)の 相 違であ って,相 互 に 「地位 は同等」(parityof

status)で あ ると特 に強調 されてい た ことは,先 述の通 りであ る。けれ ども,公 立 中等教育 部

門 とい う同一 の範 躊内に,明 らかに異 る取扱 いの学校 と して三 つの 「区別立 て」が行われた こ
9)

とは,否 定すべ くもない事実で ある。 この ような区別 を設 ける場合 には,平 等の原理 に則 る
　 　 　 　 ロ 　 　 　 　 　 コ

限 り,与 えられる教育の種類 と性格に本質的関わりをもつ適切な根拠が提示されねばならな

い。その十分な根拠 と当時考え られたのが,例 の 「11歳時の試験」によって検証されうる個

7)CflPeters,oP.c童L,PP.121-3.

8)Ibid.,p.134.な 於,引 用 文 中 の 括 孤 と傍 点 は 筆 者 に よ る。

9)本 稿 第 皿 章(5)節 を 参 照 され よ。
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々人 の先天 的能力 と適 性の差異 とい う ことに他な らなか ったのであ る。 しか し,こ のrハ ド

ウ報告書』(1926年)以 来 の生得的 ・固定的能力観 は,先 に も触れ たご とく,そ の後50年 代 か

らの特 に教育社会学的研究 の進展 によって,客 観性 をもた ぬ誤謬で あるこ とが実証的 に明 ら
10)

か に され るに至 った。 か くして60年 代 に入 ると,「 児童 には二っ三つ のタイプが あ り,そ の

各 々の型 に応 じた学校が,こ れ また二つ ない し三っ あれば よい とい った考え方 ほ ど,馬 鹿 げ

11)た

,残 酷 な,し か も幼稚 な考え方 はない」 とい う言葉 さえ聞かれ るよ うになった。つ ま り,

改 革当初 は妥 当 と考え られ た 「三課程別制」 の理論的根拠 が潰 え去 った ことに より,最 早 や
　 　 　 　 　 　 　

それは,平 等の原理が提出を要求する 「区別立ての適切な根拠」たり得な くなっているので

ある。

勿論,教 育の制度改革や政策決定にあたって,論 理的首尾一貫性のみが重要だと言 うので

はない。けれ ども,右 に指摘 した 「パブリック・スクール」および 「三課程別制」の両問題

をめぐる論理上の矛盾は,1944年 教育改革の根本精神に関わ り,そ の指導原理たる配分的正

義 としての 「平等」原理に根本的に背馳するが故に,こ の改革 自体の本質的意味と価値をも

根底から危 くする重大な矛盾であることは確かであろう。

(4)

と ころで,教 育 の領域 において問 題 とな る 「平 等」 の実質的な内容 と意味 は極めて複雑で

ある。今 日世界 のすべ ての先進 国において,科 学技 術革新が急激 に進行す るに伴い,「 一 般

的技術的知性」(generalmechanicalintelligence)な い し抽 象的能力 が あ らゆ る職業分野 に
12)

於 い て要求 されるよ うにな り,そ の結果,職 業 経歴の決定 はますます 「学歴」 に依存す る度

合いが高 ま っている。 イギ リスにおいて も1944年 の 教育改革以来,階 層間 の移動 は,整 備 さ

れた学校 教育 とい うチ ャンネルを通 じてい っそ う制度化 され,今 や正規の学校教育が社会的

上昇 の必須 の手段 とな ってい る。 こう した一般的状況 の中で,「 教育 の機会均等」 の問題が

白熱の論議 を呼ぶ争点 とな り,パ ブ リック ・ス クール はさ しず め格好 の攻撃 目標 とされてい

る観があ る。 しか し,機 会の平等 とい う概念 に如何 なる具体的 ・実質的 内容 を与え るか につ

13)
い て は,議 論が大 き くかつ多岐 に分れ る ところで あ り,そ の こと自体,こ の問題 がいか に複

雑 な要素 塗はらんでい るか の証左で ある,と 言 ってよか ろ う。 だが,「 教育 に訟 ける平 等」に

つ いて,今 ここで全面的 な議論 を展開す る余裕 はない し,ま た筆者 には既 に,こ の主題 につ

10)本 稿 第 皿 章 注(40)お よび拙 稿 「R.H.ト ー ニ ー の く成 人教 育 〉思想 一 く教 育 にお け る平 等 〉に 関

す る一 考 察 」(大 阪 大 学 文 学 部 「待 兼 山 論 叢」 第3号,1969。 所 収)109頁 を参 照 。

11)Pedley,oP.cit.,P.25.

工2)15'018:ReportoftheCentra藍AdvisoryCouncilfbrEducation(CrowtherReport),H.M.

S.0.,1959,§ §78-80。;上 掲 拙 稿 「イギ リス 現 代 教 育 思 潮 」,169-171頁 を参 照 。

13)C£C.A.R.Crosland,跣8.勘'μrθ げ30c颪 躍 欄,1956,Ch.12.
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14)

い て若干考 察 した別 稿 もあ るので,以 下で は,こ の問題 を論ず る際 に考慮 さるべ き幾つか の

重要点 を,イ ギ リスのパ ブ リック ・ス クール問題 との関連で指摘す るに止 めよう。

一般 に 「教育 機会 の平 等」 が問題 となるの は,何 らかの社会的不平等,と りわけ経済的条

件の不平等 に よって就学機会 が制 限され るとともに,逆 に これが社会的不平等 を助長す る要

因 ともなってい る場合であ る。 イギ リスにおいて は既 に見た ご とく,経 済的社会 的に極 めて

「選抜性」 の強いパ ブ リック ・ス クール の場合が,こ うした不平等再生 産の最 た る具体例 で

あ ることは疑い の余地が ない。けれ ども,全 て の青少年が あ らゆる種類 のあ らゆる段 階の教

育 を受 けうるユ ー トピアで も想像 しない限 り,何 らか の意味で の 「選抜制」教育 は,現 実の

人間社会 にとって不可避であ り,且 つ また 不可欠 であろ う。 も し 「人 閥はすべ て 平等 であ

る」 とい う宣言が,経 験的一般命題 と解 され るな らば,ピ ーターズ も指摘す るように,そ れ

は明 らか に空虚(vacuous)で あ るか偽 り(false)で あ るか の敦 れかであ る。人 間の世 界にあ
15)

っ て は,一 枚岩 のご とき 「一様 の平等」(fiatequality)は あ り得 ない。それは,教 育 の領域 に

おいて論ぜ られ る 平等 に関 して も 同様であ る。 因み に,「 総合制 中 学 校」 運動 の一 指 導 者

も次の ように主張 してい る。 「教育 におけ る平等 の観念は,同 一性(sameness)と か 画一一性

(unifo㎜ity)と か い った観念,つ ま り全 ての児童 を同 じ型 に入 れ ようとす る考 え とは,ま っ
16)・ ・

た く正反対であ る」 と。 けだ し人 間の潜在的能力 は決 して同一で はな く,各 人 区 々であ り,
　 　

しか も各個人の能力 も決 して単一ではないからである。

では,「機会均等」 とは一体何であろうか。 一般に認められている ヴェィジィの定義にょ

れば,真 の機会均等とは 「すべての人間が,そ の具有する潜在的能力の開発のため,必 要な
17)

あらゆる便宜 と機会を平等に与えられることである」 と言 う。 けれ ども彼自身が強調するよ

うに,遣 伝よりも寧ろ文化的環境 こそが知能や能力の主要 な規定因子であるとすれば,一 個

の人間が潜在的に具有する多様な資質のうち,い ずれを 「能力」 として開花させ るかは,彼

の所属する社会集団の価値体系 と無縁ではあ り得 ない。それゆえ,教 育 に診ける平等を論ず

る際の主要な問題は,潜 在的能力の開発のため如何に して必要 な便宜と機会を平等に与える

かという,単 なる 「機会均等」 の問題に解消されるものではなく,寧 ろより根本的には,

「能力と適性に応ずる」 ことを原則 とす る選抜制度 自体が,社 会の基本構造や社会全体の目

的 ・価値 との関係において,い かなる役割 りを果 し,い かなる意味をもっかを吟味 し直す こ

とでなければなるまい。

教育に 「選抜制」 を導入す ることは,た とえその方法が いかに科学的に 精確であろうと

も,一 定の価値基準よりする特定の 「能力」に関 して,ひ とびとの間に一層大きな差異を惹

14)前 掲拙 稿 「R.H.ト ー ニ ー の〈成 人 教 育 〉思 想 一 く教 育 にお け る平 等 〉に 関す る一 考 察 」。

15)Peters,oP.cit。,P.118,

16)Pedley,oP.cit.,P.25.

17)Vaizey,石 冨〃6σ'`oπ'π'加M∂4θ7κ 〃bア〃,1967,pp。116f.
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起せ しめず には措かない。 しか も,教 育 によ って意図 的に開発 され る 「能力」 は,直 接 ・間

接 に社会的有用性を もつ ものであ る以上,選 抜 制教育 は,不 可避的 に 「不平等」 を再生産す

る役割 を果 さざ るを得 ない。 してみ れば,選 抜制教育 の必然 的所産 たる 「不平等」 が是認 さ

れ うるものか否か,ま た各個人が潜在的 に具有す る多様 な才能 ・資質 のうち,執 れ を 「能力」

と して特定す るのが妥 当で あるか,あ るい は人 間の諸性能 の うち 「選抜 制」 の適 用が許され

る範囲の もの と,許 され ざるもの とを区別す る基準 は何 なのか。 これ らを決 定す るの は,畢

寛当該 社会の固有 な価値 ・信仰 ・法習 ・生活理想等 々の体系,つ ま り総 じて 「文化」 と呼ば

れ るものに他 ならない。 それ ゆえ,「 教育機会の平等」 をめ ぐる対立 も,所 詮 はC.P.ス ノ ウ
18)

やFr.ヘ ールが指 摘す るご とき周知 の 「二つ の文化」(twocultures)の 「対立 ・抗争」に帰着

す る。 けれ ども,こ れ について十分論究す るには,新 たに稿 を起す必要 があろ う。 ここで は

ただ,イ ギ リスにお ける所謂 「二 つの文化」の対向 が,総 じて価値 ない し理想 の対 当 として,

教 育上 の問題 に関わって現象 して くる幾 つかの位相 を指 摘す るのみ に止 めよう。

今 日のイギ リスで は,「 互い に全 く通話 を もたず,知 的 ・道徳的 ・心理的風土 において も
19)

何 ら共通点 を もたないよ うな人 々」 の間に,従 来 よ り底流 としてあった文化的対立が顕在化

し,エ リー ト文化 に対 す る大衆文化 の攻撃 と して,多 様かつ顕著 な様相 を呈す るに至 ってい

るが,就 中 その主戦場 として選ばれ たのが 「教育 における乎等」 とい う問題領 域であ り,そ

の主た る攻撃 目標 となった のがパ ブ リック ・スクール に他 な らな い,と 言 う こ とが 出来 よ

う。 そのさい,価 値 ない し理想 の対 当 と して先ず 顕わ になるの は,教 育 目標 の位相 にお ける

「ジェン トルマ ン」 対 「専 門職業人」 とい う人 間像の対立であ る。第二 には,本 稿 に取 り上

げたごとき,教 育 の制度 ない し組織 に関す る二つの相い反 す る立場であ る。す なわち,パ ブ リ

ック ・ス クール とい う特異 な私 的教育機 関が公教育体系 の枠外 に立 ち,依 然 と してヘゲモ ニ

ーを確保 してい るのを是認す る立場 と
,こ れ に対 して,中 等学校の「総合化」と同時 にパ ブ リ

ック ・スクール の 「統合化」 を推進 し,全 教育 制度 を平等主義的 に一本化 しよう とす る立場

とで あ る。第 三 は,「 人文 学」(humanities)対 「科 学」(sciences),な い し「自由教科」(libera

disciplines)対 「職業教科」(vocationaldisciplines)と い う教 育内容上の競 合であ る。 第四 に

は,総 じて生活 と教育 にお ける 「質 の崇拝」(cultofquality)な い し 「卓 越性」 の追求 と,

「量の崇 拝」ない し 「能率」(e缶ciency)の 重 視 とい う対立で ある。 これ ら各位相 を通 じて戦

われている 「二 っの文化」 の攻防戦について,極 く最近 の論者 は次 のよ うな観測 を率直 に披

瀬 している。 す なわち,冷 静に見 る限 り 「1944年 当時 と比べ る と,否,10年 前 と比べ てみて

も,(攻 撃側の)大 衆文化 が最終 的勝利 を収 め る確 た る見通 しは,ま す ます立 て難 くな って きて

18)C£C.P.Snow,7距 θ71}γoCμ 伽rθ5研4'乃 θ5c卿 唖 σRθyoZ〃 ∫oπ,工959.;Fr.Heer,動ro・

ρ伽c乃 θGθ'3∫63983c乃 ∫o〃ε,(2.Aufi.)1965,i.b.Vorwortu.Kap.皿.

19)C.P。Snow,Z馳7汐oC〃'〃rθ3:/望 π4α86coη4Looん,1965,p.2.



「平 等 」 問 題 と して のパ ブ リッ ク ・ス クー ル 325

20)

い る 」 と 。

(5)

前節では,「教育に齢ける平等」の問題を論ずる際に考慮 さるべき若干の重要点について,

できるだけ多角的に捉えることに努め,最 後に文化的視点か らの接近を試みた。それを通 じ

て自ず と明 らかになったのは,次 の点であった と言えよう。すなわち,「教育における平等」

の問題には,経 済的社会的価値か ら教育の内在的価値に至るまで,あ らゆる領域にわたる諸

々の価値が深 く関わってお り,そ れが,こ の問題をめぐる様々な意見の対立を惹起せ しめる

所以のものに他ならないということである。このことはしかし,論 理的観点に立ちかえうて

見ても極めて当然のところと言わねばならない。

というのは,す でに考察 したと訟り,教 育における 「平等」の実質的内容は 「平等原理」

そのものからは導かれ得ず,教 育において配分さるべきものの内容や,そ のさいの区別立て

の適否を決定する基準は,つ ねに 「他の原理」に,す なわち平等以外の諸価値に求められね

ばならないからである。しかも第二に,平 等そのものの内容に関わるとい うよりは,む しろ

教育において追求さるべき他の諸価値,例 えば 「自由」 とか 「質の高さ」 とか 「個性」等々

との相対的関係において,「 平等」 を どの程度重視するかによって生 じて くる見解の不一致

が,当 然考えられるからである。そして,わ けて も教育の目標や本質に関する見解の不一致

という形で,諸 価値の間の対立が持ち込まれる場合,こ の問題をめぐる論議は一層複雑な様

相を呈さざるを得ない。 けだし,教 育 目標として 選択ない し強調される価値の如何によっ

て,教 育の内容 ・方法をはじめ施設 ・制度,さ らには就学ないし選抜の基準にも,必 然的に

大 きな相違が招来せ しめられずにはいないか らである。 しか も,問 題はそれのみではない。

教育機関において追求される価値は多様であり,そ の敦れに力点を置 くかによって,ま た社

会および個人の目的や関心にそれを如何に関係づけるかによって,人 間形成の質や,ひ いて

は社会生活全体の質にも重大な変化がもたらされずにはいないからである。か くして,「教

育における平等」に関す る見解の相違は,選 択される様々な価値 とその複雑な組合せとに由

来 して,実 は無限にあ り得 ると言 ってよい。もともと 「平等」は教育問題における唯一の倫

理的基礎ではな く,「教育における平等」 の問題は,必 然的にあらゆる領域の諸価値と深 く

関わるが故に,そ れは本来的に,相 互 に対立 し合う諸価値の葛藤場裡にお・いて絶えず価値選

択を迫られる困難な課題たらざるを得ないのである。

「教育における平等」がこのように極めて複雑な問題領域であることを知れば知るほど,

先に詳述 した 「パブ リック ・スクール委員会」が,イ ギ リス社会の階級的差別を解消 してゆ

20)Halls,oP.cit。,PP.317,329.
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こうとす る明瞭 な志向 を一方で示 しなが ら,他 方具体的勧告 としては折衷的性格 の濃い消極

的提案 しか掲 げ得 なか った理 由の一端 も,さ らには,そ の勧告 を受理 した労働党政府が,あ た

か も操 手 したか の如 く具体的政策 を打ち出 し得 なか った事情 の何程か も,自 ず と首肯で きる

よ うに思われ る。 また,前 章末尾 に紹介 した ご ときパブ リック ・ス クール校長達 の傲岸 とも

見え る自信 と暑 持が,そ こで達成 されてい る質 の高い教育 と,そ れ によって育 て られた卒業

生 たちの従 来 よ りイギ リス社会に貢献 して きた大い なる実績 とに由来す る ことを顧 る とき,

あ るいはまた,「 権力 と威信 とを併せ もち,し か も一 つの文化 的連 帯 によって 緊密 に結ばれ
21)

て い る」所 謂 「パブ リック ・ス クール ・エ リー ト」 と称 され るご とき集団 の存在が,独 りこ

の国のみな らず,一 般 にあ らゆる社会 の存立 に とって不可避 で もあ り不可欠で もあ るとい う

社 会学 的認識 を省み るとき,こ の学校の存廃 をめ ぐって戦わ され る幾多の論議が容易 には決

着 を見ないの も,決 して故な しと しないで あろ う。
22)

けれ どもパブ リック ・ス クール が,夙 に ラッセルや トーニーが鋭 く批判 した ように,社 会

的経済 的に 「不公正 な不 平等」(UI加stinequality)に 基 づ く 「選抜性 」の強 い閉鎖的教育 機

関 として,今 後 とも,国 民 の教育要求 とは無 関係 に,専 ら自らの 「自由」を謳歌 し,「 個性」

を誇 り,「 スポ ンサ ーつ き」 の青少年にのみ 「質の高い」教育 を提供す ることに よって,結 果

として この 国にお ける社会的不平等を助長 し,階 級的分裂 を恒常化 して止 まぬ社会 的装 置 と

して機能 しつづ ける とすれば,こ の特異 な私的教育機関 を放 置 して澄 くことは所詮許 されま

い。だが,こ れまで極めて閉鎖的 に成就 されて きた 「質 の高 い」教育へ の機会が,国 民一般

に対 して平等に保証 され る日が来 るの は何時か,そ してそれ は如何 なる形 で実現 され得 るの

か一 これ らについて予測す るこ とは,本 稿の課題 を遥か に越 える。む しろそれ は,今 後 イ

ギ リス国民 の全てが挙 って取組むべ き歴史的課題 に属す る と言 えよ う。

以上,今 日の イギ リスにおいて 呼 等」をめ ぐる論争 の一つの焦点 をな して いる 「パブ リッ

ク ・スクール」 につ いて,そ の内蔵す る諸問題を社会的,歴 史的,原 理 的地平 において,そ れ

ぞれ検討 して きたが,そ れは,こ の イギ リス固有の教育機関 に関す る歴史的研究 を進 めるに

先立 ち,ま ず以 って なされね ばな らぬ必須の予備的考察 の意味 を もつ ものであった。今 それ

を終え るに当た って,し き りに筆者の胸裡に揺曳す るのは,か の 『平等論』 の中で 曽つて ト

ーニーが語 った言 葉であ る。 それ を最後 に引いてお きたい。 「社会のあ らゆる構成員が ,そ

の生れや職業 や社会的地位の如何 にかかわ らず,身 体 ・性格 ・知能 のすべ てに亙 って自己の

21)Bishop&Wi夏kinson,op.cit.,p.81,note30.

22)Cf.Russell,E4躍3β 躍oπ απ480c如'Or4er,oP.cit.,(esp.PP・77-9,81-7,90-5,145-159,

198-205);Tawney,TheProblemofthePublicSchoo玉s,op,cit.,(esp.pp,55-69);Laski,

Rψ θαfoπ50〃 漉 θRθ りoZ躍如 η{ガo灘7π 〃3θ,op.cit.,(esp.pp.10,33-4,131-2,185,201-2,

252,288-9,293,297,299-300,312-5)。 な お 上 掲 拙 稿 「現 代 イ ギ リス 教 育 思 潮 」 中 の 「パ ブ リ

ッ ク 。ス ク ー ル 批 判 」 の 項(138-142頁)を 参 照 さ れ た い 。
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あらゆる生得の素質を完全に開花せ しめるため,単 なる(法 的)形 式においてでな く,実 際

に活用す ることのできる現実の機会 を,そ れぞれ等しく保有す る限 りに澄いて,否,そ の限
23)

りにおいてのみ機会の平等はは じめて達成される」。けだ し教育が,人 間天賦の諸性能の全

き開発を,可 能な限り目指 して止まぬ意図的営為であるならば,こ の40年前の発言は,機 会

均等 という形でのべ られた 「教育における平等」理念の間然するところなき宣明として,今

なおその光輝を失っていないであろう。

23)Tawlley,E切 α漉 ア,op.cit.,PP.103-4.な お,こ れ と殆 ん ど 同 じ表 現 が,Do.,ThePmble船

ofthePublicSchools,op.cit.,p.69に も 見 ら れ る 。

〔付記 二本稿は,昭 和45年 度大阪大学大学院文学研究科特殊講義(「 英国に訟けるジェントルマンの

理想 とエリート教育の伝統」)と して,ま た昭和46年 度京都大学大学院教育学研究科特論(「英国の
パブリック ・スクール とジェン トルマンの理想」)として,筆 者が行った講義の一部である。今回幸

いに機会を得てこれを公けにすることが出来た。 ここに関係各位の御高配に対して深甚の謝意を表

したい。思いがけぬ執筆決定か ら旬日足 らず という時間的切迫 もさることなが ら,新 資料による加

筆も施さず以前の講義録を原形のまま敢えて発表する他の理由もないわけではない。一つには,上

記講義の準備が行われたのは,大 半が所謂大学紛争の最中のことであって,文 宇通 り寸断された時

間の申で集めた資料の一つ一つには研究者として忘れ難い思い出が染みっいているからであ砂,二

っには,12年 間に及ぶ大阪大学での研究 と教育の跡を,こ の際生まの形で残してお きたい別の想い

もあるからである。〕
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ENGLISHPuBLICsCHooLsAsTHE`EQUALITY'一PROBLEM

ATSUMIOKADA

AftertheS㏄ondWorldWarthepublicschoolswererelativelynegl.ectedinlit財ature◎f

educationistsandsocial3cientists,buttheyh耳veagainbecomethecentreof且ercecontroversy

inEnglandtoday,particularlysincethewholequestionofeducationandequalitywasseenas

partofthebroadproblemofallocatingandtraininghumanresourcestomodernizetheState

andtomeetthedemandsofbleakeconomicclimate.Thepublicschoolshavebeenblamed,

mostlymorallyandperhapswithoutconvincingproo£forawholecatalogueofsinswhich

includemanagerialine餌ciency,governmentaltimidityandtheperpetuationofclasssystemin

EIlglishsociety.

TheeducationalrefbrmperfbrmedbytheStatefbllowingthe1944Act(so-calledthe`Butler

Act'),inspiteofitshi帥repute,wasamendingandunifyingratherthanrevolutionary.At

thattimeltseemedasifthegenサration-oldcryof``SecondaryEducationfbrAll"hadatlast

beenanswered.However,theActandthefbllowedreformfailedtoprovideastructureof

seconda士yedu6ationfbrallintwofbldsense:firstlyintroducingthe``tripartitism"(thre鳥types

of.schoolcalled`gramm臼r'`technicarand`modern')intothenewStatesystemofuniversaI

s㏄ondaryeducation,andsecondlypermittingof``independentschools"astheprivatesector,

largelycomposedof`public'schooiswhichformpreciselyaηo〃 一Stateeducationalsystem .

Inoppositiontotheverypurposeoftherefbrmtosecureequalopportunityofeducat{onto

a11youthandconsequentlytowitherawayofclasssystem,thesetwofailureshavehadtomeet

inasigni倉cantfocusinsocialcontext,thatistosay,thereinforcementofthetraditionalsocial

hierarchiesorthereproductionofclassdistinction.ThisisthereasonwhytheLabourParty,s

thirdpost-warGovernmentmadeanenthusiasticef藪)rtsince1965toreorganizethesecondary

educationintwoways:topushthe``comprehensiveschoor'movementfbrwardo丑onehand,

andto``integratethepublicschoolsintotheStatesystemofeducation"ontheotherhand.

Duringthepast30yearsthepublicschoolshaveneverfadedaway,despiterepeatedpre-

dictionstothecontrary,continuedtofiourishandeventoexpand,alongsideandincompe・

titionwiththeStatesystem,whilstremainingtoalargeextentseparateandorganizationally

insulatedfromit.Thepublicschoolsystemingeneralhasoftenbeenaccusedofremaining

tobeaninstitut丑onof`socialsegregation'aswellas`educationalsegregation'.Thecauses

ofvariouscriticismandaccusationfbrdefbndingtheprivilegeandsocialinequalitywou五dbe

負)undthroughthefbllowinganalysisofgeneralintrinslcfbaturesofthepub五icschools.

1)Characteristically,thepublicschoolsmaintaingenerallyhighacademicstandards,f6r

theyhavesucceededinkeepingaverylargeteaching-staffofconsiderablecuitureandbearing
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血vourableteacher-pupilratios,usuallyintheregionofl:10toI:12.Mostoftheseschools,

inaddition,arerespectedfbrtheimpressiveacademicrecordoftheirpupils,arecordwh量chis

closelyrelatedtotheirabilitytoreta孟ntheadvancedIevelpupilsfbr30r4yearsin``sixth

form",wherecandidatesfbrtheOxfbrdandCambridgeawardsas.wellasthe`A'levelofG.C.E.

devoteatleasttwothirdsoftheirschooltimetabletothreesubj㏄tsonly.Thesepupilsshowa

distincttendencytotakeclassics.InEnglandthe`upperclass'¢litistviewofculturesti童1has

R)rce,theclassicaHearningisthewaytohonoursandh{ghprefbrment,anditis.inthepublic

schoolsthatL包tinandGreekaremostentrenched。Sucha`highculture'.isassumedtobean

instrumentfbrEngiish61i亀egroupinvariousfields,especiailyinthepolitica1丘eld.Entryto

thepolitical61itehasbeengovernedinparticularbytwoeducationalfactors:schooling孟nthe

publicschoolsandh{ghereducationattheo豆destuniversi重ies,OxfbrdandCambridge.Thus,

theclearphenomenonoffuture61ite'sflowthroughthechannelfrompub1icschoolstoOx-

bridgeisevidentiydecisivefbrperpetuationofthehegemonyoftheupperclass.

2)Asthepublicschoolsarerelatively`independent'ofdirectcontrolbybothcentra夏and

iocaleducationauthorities,theyhavearemarkableautonomy.Theheadmasterisallowed

considerab互elatitudetoruntheschoolashewishes,inadm畳nistrationandfinanceaswellas

inalltheeducationalpractice,exCept負)rafbwdecisions.Theschools,however,arenon.

pro且tmaking,andnearlyallderiveover95%oftheirincomeffomfees,ofwhichabout90%

ispaidbythepupils'parents.Suchahighdegreeofautonomyitsel嶋y'c8vθr50hasnecessarily

madetheschoolstobecomesociallyandeconomically`selective'inhighdegree,withmost

oftheirpupiisdrawnfせomaverynarrowsecti◎n(lessthan3%).ofthewholesecondaryschooI

popu重ation.InEngland,overthelast20.years,parentswithhighincomeshavealmostin-

var孟ablysenttheirsonstotheexpensive(morethan£700fbrtu{tionandboarding,perannum)

s㏄torof``publicschools".Thesef包ctsreHect.therealitiesofoccupationalandsocialstrati.

且cationinthesociety,atthesametime,theyaisoindicatethatthesocialmobilitythrough

educationischaracterist孟callyらsponsored'andthereforelimitedinEngland.Theexistence

ofthisseparateeducationalsectorhasbeenoffUndamcntalsigniHcancetotheEnglishclass

structure.

3)Animportantstructuralfbatureofthemajo孟yofpubllcschoolsisthattheyarepre.

dominantly``boarding"schools,althoughmostadmitsomedaypupils.Theboardingprinclple

i血thepublicschoolsoriginallydevelopedmoreffomtheconcernofindivfdualmastersw量th

thestandardoflodgingaccomodationthanasadeliberateactofeducational.policy-although,

sincethe亡umofthe19th㏄ntury,theschoolsandtheirheadmastershavefbundま ωecessary

tojustifyitongroundsoftheIatter.Theboy'swayof藍ifbinthe``boardinghousesr',which

resemb董ednoth董ngsomuchasananthillheavingfbracommonpurpose,waseleva亡edbyits

supportersintoam句orprincip!eofeducation.Theboardingsystemasaneducationalpolicy

inpublicschools,linkedwiththelrgeographicalsituation,generallyhasrequlredthatthey

provideaneducationinanenvironmentisolatedffomfamily,womenandurbanli紀ofthe

otheryouth,aηdbesidesthelrclassics-centredcロrriculum,theseschoolscharacteristically
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havedevelopedachapel-centredmorallifbreinforcedbycompulsoryparticipationinteam

games,withstrictdisciplinedelegatedtocertainseniorboysnamed`prefbcts'.Thepublic

schoolshaveaconsiderablereputationnotonlyforacademicsuperiority,butalsofbrtheir

advantagesattributedtotheboarding董ifb.Theyarecertainlymuchconcernedwithcertain

moralandsocialqualitiessuchasmanliness,self」discipline,obedience,self・reliance,de-

pendability,abilityfbrsel会expressionwithcourtesyandconsiderationfbral1,abilityto

giveserviceandexampletothecommunity,and丘na11ytheIeadershiptocommandandinspire

others.Thepupilsareconceivedtobeprovidedinmanyinstanceswithsocializationfbr61ite

behaviourandwithtrainingfbr61itestatusinaresidentialsetting.

Itiswel1・documentedthatthetopjobsandtopstatusinEnglishsocie‡yhavelongbeen

dominatedbyagentleman61ite,asma11circleofindividualswhospenttheirboyhoodatpublic

schools.Thepublicschooleducationcanbeconsideredasanoutrightcauseofcareersu㏄ess,

althoughitisnoteasytopointouttheprecisewayinwhichapublicschoolbackgro㎜dmay

promoteone'scareer.Itisclearthattherearestronglinksbetweenthepublicschoolsystem

andEnglish61itegroup.Wemaythenconclude,atleast,thatthepublicschoolsystemin

generalprovidesaneducationtothesma1豆numberofboysexpectedtobecometheeducated

61ite,inorganizationgearedtothemodeofli飴andvaluesoftheupperclass,aneducation

whichisselectedbyahighproportionofthedistinguishedandrichestfam孟liesinEnglish

societyfbrtheirnextgeneration.ThisisnothingbutthereasonwhytheEnglishpublicschools

havebecomewidelyquestionedandcensuredasthenurseryofthe`u司ustinequality'fbr

nurturingirrationalclassconsciousnessandfixingtraditionalschismbetweeロ``twocultures"

inEnglishsociety.

Theproblemofthepublicschoolsmaybeunderstoodtherefbre,initsnature,astheproblem

aboutsocialequality,wh董chimpliesconsequentlythevalueconHictbetweenan61itist`upper'

cultureandamasspopularculture.TheconHictmaybeviewedasanattackbywhatwas

食)rmerlyan`underground'movementagainstanEstablishment¢liticism,inwhichthechosen

battlegroundlsthepublicschools.Thevaluecon且ictbetweentwoclassculturesmaywell

cxpressitselfaseducationalstruggleinvariousaspects.Inonesphereitopposesthe`gentleman'

tothe`pro免ssional'astheeducationalideaLInanother,itmaypostulateahegemonyof

certaineducationalinstitutionssuchasthepublicschoolsandOx-bridgeasagainstthemore

egalitarianorganizationofschoolstructuresinthewholeeducationalsystem.Thirdly,inthe

fbrmofsu切ectmatters,itmayassumethe`humanities'asopposedtothe`scien㏄s'.More

generally,allofthesearemeanttobethestruggleof`e伍ciency'against`quality'asthe

acknowledgedaimofeducation.Abstractlyspeaking,itisabattleaboutwhatshouldbethe

idealsandvaluesofEnglish藍ifbinthe20thcentury.Yet,itcanbelesscertainthanin1944,0r

evenadecadeago,thatthemassculturewilleventua11ytakethecitadelbystormandcarry

theday.

Neitherinothercountr孟esnorinEnglandhavetheargumentsabout``equal孟tyineducation"

takenthefbrmofabstractpleasfbridealsystemwiththeclear-cutcriteriaderivativef士om
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unitaryaims。Interpretationsoftheprinciplehavetobeseeninthetermsofhisto-cultural

circumstances,andargumentsadvancedintermsofithavealmostalwaysbeenrelatedto

particu互ari功ustices,todistinctionsmadeonthebasisofirrelevantdiffbrences.InEngland

itusedtobeandsdllis,inthecaseoftheprivilegedpositionofthoseattendingthepublic

schools,thei切usticeofasystemthatexcludesmasswithoutwealthf士omthebestfbrmof

education.MostEnglishpeoplehavewellapproved,atleastsincethe1944Actwasaccepted,

thatthewealthofparentsisacompletelyirrelevantcriterion.Butthereisnotacorresponding

measureofagreementaboutthecriteriaof``accordingtoabilityandaptitude"thathavebeen

substitutefbrit.Discussionsaboutthe``equalityofeducationalopportunity",viz.thejustice

oナf哀irnessofdistributionofeducationaresocompl.icatedandcouldbemultipliedinde且nitely,

becausethedisagreementsaboutwhatis``fair"ineducationdependuponothervalueswhich

varyfrompersontoperson,whichprovidecriteriafordeterminingrelevanceinmattersof

distribution.Theprinc童pleofjusticeorequality,byitslogicalnature,onlyembodiesthe

formaldemandsthatdist{nctionsshallonlybemadewhentherearerelevantdi{琵rences,it

canofitselfsupplynomorethananecessary,neverasu缶dent,moralbaslsfbreducational

policy;forthevalueofwhatistobedistr董butedandthecriteriaofrelevancefbrmakingdis-

tinctionsmustderivefromotherprinciples.Furthermore,thereisalsotheeverpresent

possibilitythatthepursuitofequalitymayconHictwithadherencetoothervalues.Disagree-

mentusuallyhappenswhenth.epursuitofequalitycomesintoconHictwithlibertyorwith

thedemandsfbraqualityoflifb.Thedefbndersofthepublicschools,fbrinstance,oftentake

theirstandonthesetwoprinciples.Otherprinciplessuchaslibertyanddevelopmentofquality

bothsetlimitstopursuitofequalityand,inthecaseofeducatjon,provjdecontentfbrwhat

istobejustlydistributed.Therefbre,itisvainorfalsetoassumethattheonlymoralissues

involvedineducationalprovis{onareissuesofequality.

Thatistheverylogicalcauseofcomplexityanddi伍cultyofthepub1.icschoolsas

the`equality'一problem.Besides,itisanempiricalsocialf読ct,althoughmorallyrefutable,

thatineverysocietytheremustbeagroupsuchas``publicschool61ite,'holdingbothpower

andprestige,andknitbyaculturalsolidarity.Itwouldbedescriptivelysaid,then,thepublic

schoolswi11formanyyearsretaintheirdominantroleinpreparationofEnglish61iteasthekey

centresforpreservingclasspower.Itisdi伍culttos㏄how,inaliberalsociety,theycanbe

abolishedorevenintegratedintoStatesystemofeducationintherelativelynearfuture,unless

theaims,valuesandidealsinthewholeEnglishlifもcouldberadicallychangedover.


